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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、ウズベキスタン共和国より技術協力の要請を受け、「税務行政改

善プロジェクト」を、2008年3月から3年の計画で実施してきました。 

今般、2011年2月末のプロジェクト終了を前に、プロジェクト活動の進捗状況、実績を整理・確

認するとともに、プロジェクトについて評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続

性）の観点から評価を行うことを目的として、2011年1月24日から2月5日まで、独立行政法人国際

協力機構公共政策部（現産業開発・公共政策部）財政・金融課長 阿部 裕之 を総括とする調査団

による終了時評価調査を行いました。 

本報告書は、同調査結果を取りまとめたものです。この報告書が、本プロジェクトの成果を今

後のウズベキスタン共和国の税務行政分野のさらなる発展を進めるうえでの指針となるとともに、

今後の類似分野での技術協力プロジェクトの案件形成・実施にあたっての参考となることを祈念

します。 

最後に、本調査にご協力頂いた内外関係者の方々に深い謝意を表します。 

 

平成23年5月 

 

独立行政法人国際協力機構 

産業開発・公共政策部長 桑島 京子 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ウズベキスタン共和国 案件名：税務行政改善プロジェクト 

分野：財政・金融 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：公共政策部財政・金融課 協力金額（評価時点）：約2.26億円 

（R/D）：2008年3月～2011年2月 先方関係機関：国家税務委員会（STC） 

（延長）： 日本側協力機関：国税庁 

（F/U）： 他の関連協力： 
協力期間 

（E/N）（無償）  

１－１ 協力の背景と概要 

ウズベキスタン共和国（以下、「ウズベキスタン」と記す）では、独立以降、綿花・金をはじ

めとする一次産品中心の経済構造を維持しつつ、漸進的な改革を進めるとの方針に基づいた経

済運営を行ってきた。同国は1996年の綿花不作を契機とした一次産品市場の低迷に伴う経済不

振からの脱却をめざして市場経済への移行を加速させており、近年は行政・経済改革の促進や

立法の強化に関する取り組みが進められている。特に、経済成長のためには民間セクター開発

が不可欠との考え方の下、2005年6月には国内の中小企業振興を目的とした各種大統領令が発令

されたうえ、近年でも大統領の宣言により2011年が「中小企業育成の年」として指定される等、

民間セクターの振興が重視されており、国内の民間セクター振興に係る制度改革、規制緩和に

関する取り組みが進められているところである。 

他方、民間セクター主導によるダイナミックな持続的経済発展のためには、競争原理に基づ

く市場経済の一層の発展が不可欠であり、投資環境を改善し、民主的で公正な社会を実現する

ため、市場経済発展に向けた行財政改革、司法制度改革、経済活動の規制緩和をはじめとする

法規制枠組みの再構築といったガバナンスの改革が喫緊の課題となっている。そのため、JICA

では、2003年11月から2004年8月まで技術協力プロジェクト「税制・税務行政改革のための共同

調査研究」を実施した。このプロジェクトでは、報告書を全面的にウズベキスタン側カウンタ

ーパート（C/P）機関が作成し、わが国専門家グループがその助言、質問への回答を行うととも

に、客観的情報を得るために納税者意識調査を実施したものであるが、その際に「頻繁な税制

の改定」「高率な税制」「税務署に対して極めて弱い個別企業の立場」等の問題が指摘された。

こうした課題に対応するためには税務行政の改善を進めていく必要があるが、ウズベキスタン

においては、「税務当局機構の最適化」「徴税官の訓練、スキルアップ」「税務当局及び納税者間

の関係改善」、「税制の最適化」等といった面において依然として先進諸国からの知的支援を必

要としている。 

かかる状況を踏まえて、技術協力プロジェクト「税務行政改善プロジェクト」がウズベキス

タンからわが国に対して正式に要請され、採択された。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、納税者サービス及び税務調査に係る人材育成体制の強化によるウズベキ

スタンの税務行政能力向上を目的とし、国家税務委員会（State Tax Committee：STC）をC/P機関

として協力を行うもの。 

    

（1）上位目標 

納税者サービス及び税務調査に係るSTC当局の専門技術と知識が向上する。 



 

（2）プロジェクト目標 

タックス・アカデミー 、及びタックス・カレッジ の教員が、納税者サービス及び税務調

査に係る適切な研修を提供できるよう、カリキュラム・シラバス・教材を改善する能力を習

得する。 

    
（注1）タックス・アカデミー：STC幹部養成のための大学レベルの税務学校。 

（注2）タックス・カレッジ：税務職員をめざすための高校レベルの専門学校。一部が推薦でタックス・アカデミーに進

学する。 

 

（3）成 果 

1）プロジェクト実施体制が確立する。 

2）税務行政の現状が把握・分析される。 

3）タックス・アカデミー、及びタックス・カレッジにおける、納税者サービス及び税務調

査に関する人材育成プログラムが改善される。 

4）改善された人材育成プログラムが実施される。 

5）改善された人材育成プログラムの評価を行い、人材育成プログラムが再改訂される。 

6）税理士制度、税理士教育システムに係る改善案が提示される。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側：          総投入額：2.26億円 

専門家派遣        8名（35.8人/月） 

研修員受入れ       19名 

ローカルコスト負担    セミナー会場費、教材作成費等 

相手国側： 

カウンターパート配置   12名 

土地・施設提供      専門家執務室、PC一式 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 総  括：阿部 裕之 JICA公共政策部 財政・金融課 課長 

協力企画：辻 研介  JICA公共政策部 財政・金融課 調査役 

評価分析：高木 秀行 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー（株） 

ODAコンサルタント 

通  訳：小島 敬子 （財）日本国際協力センター 研修監理部 研修監理員 

調査期間 2011年1月24日～2011年2月5日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果の達成度 

【成果1：プロジェクト実施体制が確立する】 

成果1は、1年次に達成された。STC、タックス・アカデミー、タックス・カレッジから、人

材育成、税務調査、徴収、納税者サービスの各分野にウズベキスタン側のC/Pが配置された。

また活動計画や活動状況、プロジェクトの成果がワークショップや定期的な合同調整委員会

（Joint Coordination Committee：JCC）の場で報告された。 

 

 

 



 

【成果2：税務行政の現状が把握・分析される】 

人材育成、税務調査、徴収及び納税者サービスの各分野に関する税務行政の現状把握が1年

次に行われた。2年次にはこうした現状把握に基づく業務改善セミナーの実施と改善のための

提言が行われた（「３－２（2）有効性」に関する「表－２ 税務行政における検討課題」を

参照）。 

 

【成果3：タックス・アカデミー、及びタックス・カレッジにおける、納税者サービス及び税務

調査に関する人材育成プログラムが改善される】 

1年次に調査を実施し、タックス・カレッジ及びタックス・アカデミーの概要や人材育成プ

ログラム、教員や教材の現状が把握された。そのうえで改訂シラバス案の策定が行われ、2年

次に改訂シラバスに組み込む教科書作成が促進された。3年次には教材がほぼ完成し、所期の

成果を達成した。 

ただし、ウズベキスタンの公式の教科書としての認定には高等中等専門教育省等、外部機

関の認可が必要であり、申請から認定を受けるまでに1年あるいはそれ以上の期間を要する。

こうした状況を踏まえ、プロジェクト活動による成果を効果的に発現させるための方策をSTC

と協議した結果、教科書はSTCの裁量で決定できる範囲の既存のカリキュラムに基づき、授業

で副教材として活用する方法が選択された。 

 

【成果4：改善された人材育成プログラムが実施される】 

2年次に教材を用いた実験授業が実施され、3年次に改訂シラバスに基づく授業が本格的に

実施されることで、おおむね所期の成果を達成した（「３－２（2）有効性」に関する「表－１

教材の活用状況」を参照）。 

 

【成果5：改善された人材育成プログラムの評価を行い、人材育成プログラムが再改訂される】

2年次に実験授業を経た教材の改訂が行われた。一方、シラバスと教材の作成には予想以上

の期間を要した。プロジェクト開始当初は実践的な内容を含む教材が存在することを前提に、

既存教材の改訂を行うことが想定されていたが、実際には各講師が独自で講義資料を作成し

ているにとどまっていることが判明し、体系的な教材をほぼ新規に作成する必要が生じたこ

とが要因として挙げられる。また、これら教材を作成するにあたり、どの授業で活用するか

の検討、及びこれら授業に応じた教材の内容とするための検討に想定以上の時間を要したこ

とも、現在行われている授業での活用開始が遅れる要因となったと考えられる。 

3年次に既存の授業で副教材として本格的な活用を開始したばかりであり、これら科目のシ

ラバス及び教材の評価・再改訂には至っていない。ただし、2年次における実験授業の結果が

反映されており、現時点で特段の問題点は指摘されていない。 

 

【成果6：税理士制度、税理士教育システムに係る改善案が提示される】 

2006年より開始されたウズベキスタンの税理士制度の確立に対する財務省やSTCのニーズ

を受けて、合同調整委員会にてプロジェクト活動に当該分野に係る協力を追加することが提

案され、本成果が追加された。2年次に税理士セミナーが開催され、同国の税理士制度に係る

現状分析及び改善提案がなされたことで、成果6は達成された。 

STCは現在、2010年の大統領決定（PP1438）において税理士の増加を推進していることを

受け、財務省と共に税理士法（2006年施行）の改正に取り組んでいる。このなかで、税理士

セミナーの提言に基づき、実務経験や学位により税理士試験科目の一部を免除することが検

討されている。 

 

 



 

（2）プロジェクト目標の達成度 

上記の各成果の評価から、プロジェクト目標である「タックス・アカデミー及びタックス・

カレッジ教員のカリキュラム・シラバス・教材の改善能力の習得」が着実に達成されつつあ

るといえる。プロジェクト目標の指標に関し、指標1「改善された導入教育が実施される」に

ついては、タックス・カレッジにおける税務調査及び徴収の授業が、改訂シラバスと新教材

の活用により実施されている。指標2「納税者サービス、税務調査に関するリカレント研修プ

ログラムが実施される」については、タックス・アカデミーにおけるこれらの授業が、改訂

シラバスと新教材の活用により実施されている。プロジェクト目標である教員の能力向上を

示すものとして、以下の点を確認することができた。 

① STCは、プロジェクト活動を通じて作成された教材が更に全国で活用されるために、公

式の教科書として認定を受ける考えである。 

② 教材作成を通じて、これまでの理論中心の授業内容から、日本をはじめとした諸外国の

制度を参考とした実務的な内容を取り入れることへと意識が変化した。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

本プロジェクトは、ウズベキスタンの政策、STCのニーズ、日本の援助政策のいずれにも沿

ったものであり、妥当性は非常に高い。 

ウズベキスタン政府は、税法改正と税務行政改善に取り組む旨の大統領決定（2006年）、国

家中期開発計画（国民福祉増大戦略）2008‐2010における税務行政の改善の明記を行い、現

在作業中である2006年施行税理士法の改正をはじめとした税務行政の改善を推進している。

また、STCでは「国家人材育成プログラムの基本方針」に基づき、タックス・アカデミー及び

タックス・カレッジを設立し、税務職員に対する継続的な人材育成を実施している。 

また、本プロジェクトは、わが国の国別援助計画における重点分野のひとつである市場経

済発展と経済・産業振興のための人材育成・制度構築支援に位置づけられる。 

 

（2）有効性 

「３－１ 実績の確認」において前述したように、各成果の十分な貢献によりプロジェク

ト目標がおおむね達成されており、プロジェクトの有効性は高い。成果1及び成果2の達成に

よりプロジェクトの実施体制及びウズベキスタンの税務行政の課題の把握が完了し、成果3か

ら成果5で、それに基づいて改訂された人材育成プログラムが実施されるに至った。さらに成

果6では税理士システムへの改善提示を通じて納税者サービスの改善につながった。これら成

果のプロジェクト目標への貢献は十分認められる。 

特に人材育成の改善の面では、一連の成果発現を通じて教員のカリキュラム・シラバス・

教材の改善能力の習得に大きく寄与したといえる。作成された教材とこれらを用いた授業の

実施状況は表－１のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表－１ 教材の活用状況 

教 材 活用状況（2010年9月～2011年7月） 

タックス・アカデミーにて左記教材を使用する研修科目 

再教育学部 税務コントロール 

大学院 納税責任 / 税務コンサルティング 

租税・課税学部 税務コントロールの企画及び実施方法 

タックス・カレッジにて左記教材を使用する研修科目 

税務コントロール 

（基礎編） 

税務コントロール / 税制基礎 / 租税分析及び税務調査 

タックス・アカデミーにて左記教材を使用する研修科目 

再教育学部 税務コントロール 

大学院 納税責任 / 税務コンサルティング 

税務調査の方法 

（技術編/中級） 

注：事例集の作成中 

租税・課税学部 税務コントロールの企画及び実施方法 

タックス・アカデミーにて左記教材を使用する研修科目 

再教育学部 法人・個人からの滞納税金の徴収 / 税務統計

及び予測 

滞納税金及びその徴収 

（一般用） 

租税・課税学部 税務統計及び予測 / 税収の予測 

タックス・カレッジにて左記教材を使用する研修科目 滞納税金額の削減 

（カレッジ用） 
滞納税金の徴収 

タックス・アカデミーにて左記教材を使用する研修科目 

再教育学部 法人課税 / 個人課税 / 租税理論 

大学院 税務コンサルティング 

納税者サービス 

租税・課税学部 租税及び課税 / 外国の税務制度 / 法人課税

/ 個人課税/ 租税の歴史及び理論  

 

また、税務行政改善に関しては、税務行政の現状把握の過程で出された提言、本邦研修の

参加者からの報告等を踏まえ、STCは業務改善のための施策を順次導入している。業務改善セ

ミナーの主な提言事項と実施状況は表－２のとおり。 

特に、ウズベキスタンにとって新しい概念といえる納税者サービス分野では、申告期間中

の税務署での相談窓口の設置、納税者セミナーでの冊子やブックレットの配布、質疑応答に

よる具体的な税法適用についての説明など、納税者サービスの改善に多くの進展が見られる。

 

表－２ 税務行政における検討課題 

提言事項 検討・導入状況 

税務調査 

税務調査計画の簡略化 税務調査の対象分野の決定は首相や関係省庁大臣等で構成

される調整委員会の許可が前提となっているが、バザールに

おけるSTC単独管理が実施されることとなった。 

調査対象者選定 同業者間の申告実績の比較による調査対象者選定が順次導

入されている。STCはデータベース統合化などによる、より

効率的・効果的な実施をめざしている。 

 

 

 

 



 

 
 

徴 収 

コールセンターの設置 これまでも電話による大口滞納者への督促は行っているが、

徴収のためのコールセンターの設置を検討中。 

滞納者接触記録の保存 STC滞納者と接触した場合の記録保存を実施し始めている。

強制徴収の年間作業計画 提言を考慮し、「滞納金を減少させるための計画」「各滞納者

に対する業務計画」が作成され、実行されている。 

納税者サービス 

納税者へのセミナー実施 納税者へのセミナーが定期的に実施されている。 

税金週間 税金週間が2011年1月に導入されている。 

納税者の質問・意見等の把握 全国的に納税者アンケートが実施されている。納税者へのセ

ミナー、税金週間の相談窓口を通じても実施されている。納

税者の意見を収集するうえで、利用者にとってより便利な方

法を検討している。  

 

（3）効率性 

投入はプロジェクトの進捗に応じて柔軟に行われ、各アウトプット発現の最大化が図られ

ており、プロジェクトの効率性はおおむね高いといえる。 

主な専門家派遣は、総括、副総括（納税環境整備）、納税者サービス、税務調査、人材育成

計画（1年次）、徴収（2年時以降）の分野にて行われた。また、2年次に税理士制度、税理士

教育システムの各専門家が追加派遣された。専門家の知識と経験、プロジェクト実施過程に

おける実施監理についても、プロジェクトのC/Pからの評価は高い。 

本邦研修については、2年次及び3年次に実施された。2年次の研修は、タックス・アカデミ

ー及びタックス・カレッジの教員を中心に14名が参加した。本研修では、税務行政に関する

研修と税務大学校への視察が行われた。3年次は、STC職員の5名が参加し、税務行政のより実

務的な内容の研修と税務署及び納税コールセンターの視察が行われた。これら投入を通じて

主要C/Pの意識向上及びわが国の知見を生かしたウズベキスタン税務行政への適用が図られ、

プロジェクトの活動促進に貢献した。 

C/Pについては、開始当初から対象各分野に対して適切な配置がなされた。ただし、2年次

後半以降、人材育成分野において組織内の異動等により人事部長、再教育学部長などの重要

なC/Pの交代があり、当該分野の進捗の意思決定に遅れが出るなどの影響を及ぼした。 

 

（4）インパクト 

上位目標である「納税者サービス及び税務調査に係るSTC当局の専門技術と知識が向上す

る」については、プロジェクトで行われた業務改善のための提言及び本邦研修の参加者から

の報告を受け、順次業務改善のための施策導入あるいは既存の業務の改善が進展しつつあり、

既にインパクトの一部発現が認められる。 

上位目標の指標に関し、指標1「納税者の相談件数の増加」については、近年の経済成長に

より納税者が増加していることも要因として挙げられるものの、STCによる改善の努力も最近

の増加に貢献していると考えられる。例えば、納税時期に設ける税務署の相談窓口の設置期

間を長くすることにより、以前より多くの納税者への対応が行われているといった実例も把

握されている。今後はこうした相談への対応をいかに効率的かつ適切に行っていくかについ

て引き続き検討・実行していく必要がある。 

指標2「法令に基づく効率的な税務調査の実施」については、提言の実行と人材育成システ

ム改善により、今後の効果発現が期待できる。加えて、徴収教材は他の経済系大学にも配布

予定であること、納税者サービス教材は納税者向けセミナーでの活用が検討されているなど、



 

プロジェクトで作成された教材がC/P機関以外でも活用されつつあり、インパクトの発現が

更に期待される。 

加えて、STCからは、例えば税務行政においてIT化が進むなか、プロジェクト活動を通じた

実務の変化に対応して授業内容の更新を行うという考えも聞かれ、プロジェクト終了後も、

こうした意識の下、教育プログラム改善への取り組みが今後も継続されることが、副次的な

効果として今後期待される。 

 

（5）持続性 

タックス・アカデミー及びタックス・カレッジの学長から、プロジェクト活動を通じて改

善された、教科書作成とその改訂、カリキュラムへの導入といった一連の改善のプロセスを

今後も継続していく意思表明がなされた。 

また、C/Pが得た知識と経験はこれまでも学内の教育委員会の場で共有されており、今後の

更なる研究成果についても同様に普及されていくことが期待できる。同学長によれば、授業

実施に係る計上予算に加え、今後の教科書改訂やそのための調査研究に係る予算、執筆に要

する教員の勤務時間についても十分に確保していく考えとのことである。 

さらに、教員の教育改善の継続に動機づけが図られており、学術的に顕著な貢献をした人

には学長賞が授与される等のインセンティブも用意されていることが判明した。 

技術面においても、税法は毎年改正が行われることから、これに対応した教材の見直しや、

前述のように税務行政実務の変化への対応が必要となる。プロジェクトでは、C/Pである教員

自ら教材の執筆を行い、実験授業を通して改良に取り組んできており、プロジェクトを通じ

て得られた知識と経験を生かして、今後の教材改訂をウズベキスタン側が独自に行っていく

ことが期待される。ただし、納税者サービスに関しては、ウズベキスタンでは新しい概念と

いえ、独自の改訂・更新には困難が予想されるという声も聞かれた。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクト実施の過程で、現状の税務行政の改善に資する多くの提言や本邦研修参加者

からの日本の事例についての報告がなされた。それらを踏まえ、C/Pは業務改善のための施策

を順次導入するとともに、既存の業務の改善に取り組みつつあり、インパクトの一部発現が

認められる。また、専門家は不在期間中にC/Pに課題を与えるなど、時間を有効活用し円滑な

プロジェクト管理を行った。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

プロジェクトは、カリキュラム改訂と、既存教材の改訂及びこれらを用いた授業の実施を

通じた人材育成プログラムの一連のプロセスの改善を通じ、タックス・アカデミー及びタッ

クス・カレッジの能力向上を目的としていた。しかしながら、カリキュラムや教材等の公式

の改訂には高等中等専門教育省等関係機関の認可が必要であるうえ、既存教材が想定以上に

存在していなかったことから教材を最初から作成する必要が生じた等、プロジェクト実施段

階に至ってプロジェクト活動に影響を与える事実が判明することが多く、都度計画変更を余

儀なくされた。 

 

 



 

（2）実施プロセスに関すること 

2年次後半以降、人材育成分野において人事部長、再教育学部長などの重要なC/Pが異動し

た。このため、当該分野の意思決定に遅れが出るなどの影響を及ぼした。 

 

３－５ 結 論 

上記の評価結果から、計画された成果をほとんど達成し、プロジェクトはおおむね目的を達

成していると結論づけることができ、残りのプロジェクト期間内の活動をもって、当初の協力

期間内の終了が可能と判断される。 

5項目評価の観点からも妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性それぞれにおいて高い、

あるいはおおむね高いと認められる。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

プロジェクト成果の発展と上位目標の達成のための提言として、以下の取り組みが挙げられる。

    

（1）教材等の公式認定 

プロジェクトで作成された教材等は、ウズベキスタンで公式なものとして認定を受ければ、

全国的に活用されることにつながる。教材、シラバス、カリキュラムが、財務省との緊密な

コンサルテーションの下、高等中等専門教育省等関係機関の認可を受けられるよう、STCの努

力に期待する。 

 

（2）納税者サービス 

納税者サービスは、ウズベキスタンでは税務行政の新しい分野として強化が必要な分野で

あるが、C/Pはプロジェクトを通して多くの必要な知識と経験を身に着ける機会を得た。現在

では、プロジェクトで得た知見を基に、さまざまな取り組みが実行に移されている。しかし

ながら、現時点ではまだ多くの市民がこうした納税者サービスの向上を認識するまでには至

っておらず、STCの今後の更なる取り組みが必要である。 

 

（3）税務行政の更なる改善 

税務行政改善の目的のひとつに税収の増加が挙げられる。税収増加を実現するためには、

納税者の納税手続き負担の低減が実現することも重要な要件となる。STCが引き続き税務行

政の透明化・効率化に取り組んでいくことを期待する。 

 

（4）プロジェクト成果の維持・発展 

プロジェクト期間中、重要なC/Pに交代があった。組織体である以上、今後も人事異動等は

避けられないが、プロジェクトの成果が教員間あるいは税務職員間で、組織の知見として維

持・発展されるよう、STCがその体制づくりに取り組むことを期待する。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

（1）プロジェクトデザイン策定段階における十分な調査 

プロジェクトデザインの策定段階において、該当分野の現状や課題、制約条件等の把握に

必要な調査が十分ではなかったと考えられる。このため、プロジェクト開始後に、既存教材

が想定以上に存在しないこと等プロジェクト活動に影響を与えるような事実が判明し、都度

計画変更を余儀なくされた。プロジェクトデザインの策定段階において、該当分野の現状や

課題、制約条件等に係る調査精度の向上が求められる。 

 



 

（2）プロジェクトの柔軟な実施 

プロジェクトは、人材育成プログラムの一連のプロセス改善及びそれによるC/Pの能力向上

を通じて、間接的に税務行政の改善に貢献することを企図していた。一方、プロジェクト実

施の過程で、現状の税務行政の改善に資する多くの提言がなされ、それを踏まえてC/Pは業務

改善のための施策を順次導入するとともに既存の業務の改善に取り組みつつある。こうした

成果は特筆すべきものであり、プロジェクトの実施段階において、上位目標の発現に向けて

柔軟かつ効果的に活動を実施するという柔軟な対応はインパクト発現に良い効果をもたらし

たと考えられる。 

 

３－８ フォローアップ状況 

評価調査実施中に、C/P側から、わが国による技術協力の継続に対する期待が述べられた。今

後、C/P側の検討状況及び要請状況をフォローしていく必要がある。 
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1 Background of the Project 

Since its independence, Uzbekistan has managed its economy based on a policy of advancing gradual 

reforms while maintaining an economic structure centered on primary commodities such as raw cotton 

and gold. Aiming to overcoming an economic slump resulting from sluggishness in primary commodity 

markets occasioned by a poor cotton harvest in 1996, the country is accelerating its shift to a market 

economy, and in recent years efforts have advanced in connection with promoting administrative and 

economic reforms and strengthening the legal system. In particular, under the belief that development of 

the private sector is essential to economic growth, the focus is on promotion of the private sector, as for 

example in June 2005 a variety of presidential decrees were issued with the goal of promoting private 

enterprises in the country and recently the President declared 2011 to be the year of private enterprises 

development. Efforts related to administrative reforms and deregulation are being advanced in 

connection with promotion of the private sector in the country. 

At the same time, for dynamic, sustainable economic development led by the private sector, further 

development of a market economy based on the principles of competition is essential. strengthening 

governance in the form of restructuring of the legal and regulatory framework, including reforms to 

administrative and fiscal policy oriented toward growth of the market economy, reforms to the judiciary 

system, and deregulation of economic activity, have become a pressing issue for improving the 

investment environment and building a democratic, fair society. For this reason, from November 2003 

through August 2004, JICA implemented the technical cooperation project “Joint Research on the 

Improvement of Tax Policy and Administration in the Republic of Uzbekistan” with the Center for Fiscal 

Policy. In this project, the counterpart agency in Uzbekistan prepared all aspects of related reports, with 

a group of experts from Japan advising and answering questions along with conducting a survey of 

taxpayer attitudes in order to gather objective information. In doing so, issues to be addressed such as 

frequent amendments to the taxation system, high tax rates, and the extremely weak position of 

individual firms vis-à-vis the tax authorities were identified. 

 

While there is a need to advance tax administrative reforms to address the above issues, Uzbekistan 

continues to require assistance from developed countries in areas such as streamlining of the structure of 

tax authorities, training and improving the skills of tax collectors, improving relations between tax 

authorities and taxpayers, and improvement of the tax system. 

In light of these conditions, Uzbekistan has formally requested Japan for the technical cooperation



 

project “Improvement of the Tax Administration of the Republic of Uzbekistan”, and this proposal has 

been adopted by the Japanese government.  

 

2 Project Overview 

The objectives of this project are to improve Uzbekistan's tax administration capabilities through 

strengthening systems for training personnel in connection with taxpayer services and tax audits, 

collaborating with the State Tax Committee (hereinafter referred to as “STC”, as the counterpart agency. 

 

(1) Overall Goal 

STC officials develop professional skills and knowledge in the field of taxpayer services and tax audit.

 

(2) Project Purpose 

The faculties of the Tax Academy and Tax Colleges acquire the capacity for improving curricula, 

instructional plans and teaching materials, so that appropriate training program is delivered to STC 

officials in the field of taxpayer services and tax audit. 

Note1: Tax Academy is a higher education institution for tax administration; executive trainees of the 

STC are educated in the Tax Academy. 

Note2: Tax Colleges are the secondary higher education institutions that educate tax administration and 

general education. Many graduates become tax officers, while a part of them are recommended to 

proceed to the Tax Academy. 

 

(3) Outputs 

1. Administration of the Project is established. 

2. The present situation of tax administration is examined. 

3. The training programs of the Tax Academy and the Tax Colleges in the field of taxpayer services and 

tax audit are modified. 

4. The modified training program is implemented. 

5. The modified training program is evaluated, and re-modified. 

6. The proposal to improve the tax accountant system and tax accountant education is prepared. 

 

(4) Inputs 

Japanese side: 

Total Cost                         Approximately 2.26 Million JPY 

Short-term Expert                   8 people (35.8M/M) 

Equipment                  Photocopy machine 

Trainees received                            19 people 

Local cost:            Seminars, Teaching materials, etc 

 

Uzbekistan Side: 

Counterpart                                 12 people 

Land and Facilities                         Office space 

 

 

 

 



 

II. Evaluation Team 

Members of 

Evaluation 

Team 

Mission leader: Mr. Hiroyuki Abe, Director, Fiscal and Financial Sector Management 

Division, Public Policy Department, JICA  

Cooperation Planning: Mr. Кеnsukе Тsuji, Deputy Director, Fiscal and Financial 

Sector Management Division, Public Policy Department, JICA 

Evaluation Analysis: Mr. Hideyuki Takagi, Consultant, Ernst & Young Advisory 

Translator: Ms. Keiko Kojima, Japan Center for International Cooperation (JICE) 

Period of 

Evaluation 

24 January 2011 – 5 February 2011 Type of Evaluation： 

Terminal Evaluation 

III. Results of Evaluation 

1. Achievements 

(1) Achievement of Outputs 

(Output 1: Administration of the Project is established.) 

Output 1 was achieved in the first year. Uzbekistan counterparts were assigned to each area of 

human-resources development, tax audits, tax collection, and taxpayer services, from the State Tax 

Committee (STC), the Tax Academy, and the Tax Colleges. In addition, plan of operation, progress of the 

Project, outputs and outputs of the Project are periodically reported on the occasion of JCC and 

workshops. 

 

(Output 2: The present situation of tax administration is examined.) 

Present situation of tax administration especially in the field of human resource development, tax 

audit, tax collection and taxpayer services were ascertained in the first year. Based on this, seminar on 

improving tax administration was held and advices on improvements were provided on in the second 

year (refer to 2. (2) Effectiveness, table 2. Summary of proposed issues on tax administration). 

 

(Output 3: The training programs of the Tax Academy and the Tax Colleges in the field of taxpayer 

services and tax audit are modified.) 

Upon needs assessment, the situation and challenges of existing human resource development program 

including lecturers and textbooks are identified in the first year. Draft modifications of the syllabus were 

also formulated. Creation of teaching materials for use in the modified syllabus was promoted in the 

second year. The teaching materials were mostly completed in the third year; thereby the intended output 

has been achieved.  

Regarding the teaching materials, authorization of the Ministry of Higher and Secondary Specialized 

Education is required if they are to be certified as an official text book in Uzbekistan, and it takes one 

year or longer to receive such authorization. Under the situation, discussion was made with the STC on 

how the project outputs could be achieved effectively. As a result, it was decided that these teaching 

materials are used as supplementary materials in classes at the STC’s discretion under the existing 

curricula. 

 

(Output 4: The modified training program is implemented.) 

The intended output has mostly been achieved with experimental courses using the teaching materials 

held in the second year and courses based on the modified syllabus conducted in the third year (refer to 

2. (2) Effectiveness, table 1. Summary of utilization of the teaching materials). 

 

 



 

(Output 5: The modified training program is evaluated, and re-modified.) 

The materials have been once revised following the experimental courses held in the second year. On 

the other hand, it took more time than expected to develop syllabus and the teaching materials. Although 

initial expectations had been for revision of the existing teaching materials, in fact new teaching 

materials had to be created for the most part because faculties generally prepared materials by 

themselves instead of using comprehensive sets of teaching materials. Also, time was needed more than 

initial expectation to consider in which classes these teaching materials are used and how to modify the 

teaching materials suit to these classes, and this too has been a factor leading to delays in the start of 

their utilization in courses currently underway.  

Utilization of the revised teaching materials in the existing classes have just been started in the third 

year; therefore, evaluation and revision of the syllabus of these course subjects and the teaching 

materials have not yet been conducted.    

In terms of the evaluation and revision of syllabus and teaching materials, results of the experimental 

courses in the second year have already been reflected, and no particular problematic issues have been 

pointed out yet. 

 

(Output 6: The proposal to improve the tax accountant system and tax accountant education is prepared.)

This output was added to the Project activities after being proposed at the Joint Coordinating

Committee, based on the needs of the STC and the Ministry of Finance for the enhancement of the tax 

accountant system in Uzbekistan begun in 2006. Output 6 was achieved by the analysis of the present 

situation and advices on improvements provided at the tax accountant seminar held in the second year. 

In response to the 2010 Presidential Resolution (PP1438) that promotes increase of the number of tax 

accountants, at present the STC is working together with the Ministry of Finance on amendments to the 

tax accountant law (enacted in 2006). As part of this process, exemption from some test subjects based 

on work experience and academic degrees is being considered taking into consideration for a 

recommendation from the tax accountant seminar. 

 

(2) Achievement of the Project Purpose 

According to the evaluation of each output mentioned above, the project purpose of “having faculty of 

the Tax Academy and Tax Colleges acquire the capacity for improving curricula, instructional plans and 

teaching materials” has been fairly achieved. As for the indicator 1) “Modified initial training program 

introduced,” it is found that lectures on tax audit and tax collection at the Tax College have been 

conducted using revised syllabus and teaching materials which are developed by the Project. As for the 

indicator 2)” Recurrent training program for taxpayer services and tax audit implemented,” it is found 

that lectures on such topics at the Tax Academy have been conducted using revised syllabus and teaching 

materials which are developed by the Project. Specifically, the following points were confirmed.  

 

1) The STC has an intention to make the teaching materials certified as text books so that they can be 

further utilized nationwide.  

Through preparation of the teaching materials, the contents of courses have changed from theory to 

practice referring to the systems of other countries, including Japan.  

 

2. Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance 

This project has been highly relevant to the national policy of Uzbekistan, the needs of the STC, as 

well as Japan’s ODA policy. 



 

The government of Uzbekistan has been promoting the improvement of tax administration. Among 

other things, the Presidential decision in 2006 addresses tax reform and improving tax administration, 

and the medium-term development plan (Welfare Improvement Strategy of Uzbekistan) 2008-2010 

identify the importance of tax administrative reforms. In addition, the tax accountant law enforced in 

2006 has now been under reform. Also, the STC, following the national human resource development 

program, has implemented a continuous human resource development system for tax officers in the Tax 

Academy and the Tax College.  

This Project is regarded as one of its priorities of the Japan’s country assistance program for 

Uzbekistan: assistance for human resource development and institution-building that are provided for the 

purpose to promote a development of market economy and economic and industrial growth in 

Uzbekistan. 

 

(2) Effectiveness 

As mentioned in “1. Achievements”, project purpose has been fairly achieved by the achievement of 

each output. Therefore, the Project has been effective. By achieving Output 1 and 2, implementation 

structure of project was established and challenges on tax administration were identified. By achieving 

Output 3, 4 and 5, revised human resource development program was introduced. In addition, Output 6 

contributed to improving taxpayer services by making recommendation regarding tax accountant system. 

These outputs have fairly contributed to the Project Purpose.  

In the area of improving human-resources development, since September 2010, the Tax Academy and 

the Tax Colleges have been conducting courses based on the modified syllabus, and the teaching 

materials have been prepared in the project and have been used as supplementary materials. These 

achievements can be said to have contributed greatly to the improvement of the capacity of faculty 

members. The teaching materials produced, and the state of implementing courses using them, are 

summarized below. 

 

Table 1. Summary of utilization of the teaching materials 

Teaching Materials State of Implementation (September 2010 - July 2011) 

Name of training course at Tax Academy 

Re-training Dept. Tax Controls 

Graduate School Taxpayer Responsibilities / Tax 

Consulting 

Tax and Taxation 

Dept. 

Tax Control Planning and 

Implementation Methods 

Name of training course at Tax Colleges 

Tax Controls 

 (Basic) 

 

Tax Controls / Basic Tax System / Tax Analysis and Tax 

Audits 

 

 

 

 

 

 

 



 

Name of training course at Tax Academy 

Re-training Dept. Tax Controls 

Graduate School 
Taxpayer Responsibilities / Tax 

Consulting 

Tax Audit Methods 

 (Technical / 

Advance) 

Note:  

Reference material 

for case studies is to 

be prepared. 

Tax and Taxation 

Dept. 

Tax Control Planning and 

Implementation Methods 

Name of training course at Tax Academy 

Re-training Dept. 

Collection of taxes in arrears from 

corporations and individuals / Tax 

Statistics and Forecasting 

Taxes in Arrears and 

their Collection  

(General) 

Tax and Taxation 

Dept. 

Tax Statistics and Forecasting / Tax 

Revenue Forecasting 

Name of training course at Tax Colleges Decreasing Taxes in 

Arrears (for College 

use) Taxes in Arrears and their Collection 

Name of training course at Tax Academy 

Re-training Dept. 
Corporate Tax / Individual Tax / Tax 

Theory 

Graduate School Tax Consulting 

Taxpayer Services 

Tax and Taxation 

Dept. 

Tax and Taxation/Tax Systems 

Overseas / Corporate Taxation / 

Individual Taxation / Tax History 

and Theory  
 

Regarding improvements of tax administration, the STC has introduced several measures taking into 

consideration for the recommendations mainly made in the operation improvement seminar and reports 

from participants in training in Japan. Main recommendations from the seminar and the state of their 

implementation are summarized below.  

In particular, considerable progress have been appeared in the area of taxpayer services including 

establishment of consultation centers at tax offices during the period of filing returns, distribution of 

booklets and pamphlets and instruction of practical tax law application at taxpayer seminars. 

 

Table2. Summary of proposed issues on tax administration 

Recommendation State of Study/Adoption 

Tax Audits 

Simplification of tax audit 

planning process 

Although tax audit is conducted based on 

authorization of the board of coordination of 

activities of control organizations consists of the 

Prime Minister and the Ministers of related 

Ministries, audit for bazaars is delegated to the 

STC. 

 

 



 

Selection of tax payers for 

audit  

Selection of tax payers for audit through 

comparison of returns among similar businesses 

is being progressed.  The STC is expecting to 

introduce more efficient and effective 

implementation by establishing integrated 

database of taxpayers. 

Tax Collection 

Establishment of call centers Establishment of call centers is under 

consideration, while the STC already urges 

taxpayers, who have large amounts of taxes in 

arrears, to pay by telephone. 

Retaining records of contact 

with delinquent taxpayers 

STC starts to keep records to some extent upon 

contacts with delinquent taxpayers. 

Annual activity plans for 

enforcement of tax collection

Taking recommendations into consideration 

plans for reducing taxes in arrears and 

operational plans against for each delinquent 

taxpayer are in use. 

Taxpayer Services 

Holding seminars for 

taxpayers 

Seminars for taxpayers have been regularly held. 

Tax week Tax week is introduced especially in January 

2011. 

Questions, opinions, etc. from 

taxpayers. 

Taxpayer surveys are conducted nationwide. 

They are conducted through seminars for 

taxpayers and contact points set up during Tax 

Week.  Further convenient methods for 

gathering opinion of taxpayers are being 

considered.  
 

From the above summaries, the effectiveness of the project can be deemed to be high. 

 

(3) Efficiency 

The inputs of this project were flexibly implemented based on the progress of the project in order to 

materialize each output. The efficiency of this project is fairly high. 

Dispatched experts mainly consist of experts in the following fields: leader, sub-leader (and 

Improvement of taxation environment), tax payer services, tax audits, human resource development 

planning (in the first year), and tax collection. In the second year, experts on the tax accountant system 

and the education system of tax accountant were dispatched additionally. The knowledge and experience 

of the dispatched experts and their method of management during the project are highly evaluated by the 

Uzbekistan counterparts. 

Counterpart trainings were conducted in Japan in the second and third year. In the second year, 14 

persons, mainly faculty members from the Tax Academy and the Tax Colleges, took part in this training, 

which featured training on tax administration and visits to the National Tax College. Five persons, all of 

them STC employees, took part in the third year, which featured training on more practical content of tax 

administration and tours of a tax office and a taxpayer call center. These inputs were timely made and



 

have contributed to facilitating project activities: primary counterparts deepened their understanding of 

tax administration practices in Japan, and they commenced to apply this knowledge in the tax 

administration in Uzbekistan. 

The counterparts have been appropriately assigned in the target fields of the project at the beginning. 

However, after the end of the second year, some of core counterparts in the field of human resource 

development such as head of the personnel department and head of the re-education department were 

changed, and that may have caused some delays in decision making. 

 

(4) Impact 

It is observed that the project’s overall goal “STC officials develop professional skills and knowledge 

in the field of taxpayer services and tax audit” has already been achieved to some extent, shown in 

adoption of several practical measures for improvement of tax administration and improvement of 

existing practices, based on the recommendations made during the project and reports from trainees who 

participated in a training program in Japan. 

As for the project indicator 1) “the number of the consultation and the customer satisfaction increase”, 

it tends to increase because of the above-mentioned efforts of the STC, while an increase in the number 

of taxpayers due to economic growth in Uzbekistan today also is a background factor. For example, it is 

observed that more taxpayers now receive services at tax offices since the service counters there open 

longer during the period for filing returns. It is necessary to consider how to deal with increasing 

taxpayers’ consultation services more efficiently and appropriately. As for the indicator 2) “tax audit on 

the due process of law conducted”, the achievement is expected through implementation of the project’s 

recommendations and improvement of the human resource development system in the future. In 

addition, further positive impacts are expected. The teaching materials prepared in this project are in the 

process of being utilized in other education institutions; the teaching materials on tax collection are 

planned to be distributed to colleges of economics, and the teaching materials of taxpayer services are 

being considered for use at taxpayer seminars, and so on. 

In addition, the STC said that the contents of courses would be updated in accordance with changes in 

practical operations, such as progress in use of information technology (IT) in tax administration. It is 

expected that, even after completion of this project, efforts to improve the educational program w ill be 

continued in the future as well, based on this awareness. 

 

(5) Sustainability 

The directors of the Tax Academy and the Tax College have shown their commitment to continue 

improvements of tax education based on the process introduced through the project, i.e., preparation of 

teaching materials, revision of them and introducing them into the curriculum, and so on. Furthermore, 

knowledge and experience acquired by the counterparts have been shared at the board of education and 

will be expected to be further utilized in the future. According to the directors, sufficient budget for 

revising teaching materials and research and study necessary for such revision will be maintained in 

addition to allocating necessary budget for regular training implementation. Besides, teachers are 

motivated for the continuation of improvement of tax education, and an award by the directors for 

academically excellent results have been introduced already. Sustainability is considered to be 

moderately high. Since tax law is amended each year, there is a need to review the teaching materials in 

accordance with such amendments. Also, as mentioned above there is a need to respond to changes in 

practical operations as well. In this Project, counterpart members have created the teaching materials by 

themselves and were able to make improvements through experimental courses. It is expected that the 

knowledge and experience gained through this project will be utilized in improving the teaching



 

materials by themselves. However, updating the teaching materials of taxpayer services remains their 

challenge since this issue needs further improvement in the form of new and modern type of service in 

Uzbekistan. 

 

3. Factors that promoted realization of effects 

(1) Factors concerning to Planning 

N/A 

 

(2) Factors concerning to the Implementation Process 

It is observed that the project’s overall goal has already been achieved to some extent, shown as 

adoption of several practical measures for improvement of tax administration and improvement of 

existing practices, based on the recommendations made during the project and reports from trainees who 

participated a training program in Japan. 

 

4. Factors that impeded realization of effects  

(1) Factors concerning to Planning 

This Project originally aimed at improvement of human resource development of the Tax Academy 

and the Tax Colleges through the revision of curriculum and revision of existing reference materials and 

utilization in classes. However, during the implementation of the Project, it turned out that revision of 

curriculum needed authorization by the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education and the 

materials are needed to be developed from the beginning, which forced the Project to modify its 

operation planned. 

 

(2) Factors concerning to the Implementation Process 

After the end of second year, some of core counterparts in the field of human resource development 

such as a head of personnel department and a head of re-education department were changed, and that 

may have caused some delay in decision making. Project experts have made an efficient project 

management by giving tasks to the C/P while they were not in Uzbekistan. 

 

5. Conclusion 

It can be concluded that each output has mostly been achieved, and the project purpose has been fairly 

achieved considering the evaluation results mentioned above. Therefore, it is considered possible that the 

Project terminates at the end of planned project period after the implementation of the rest of project 

activities until then. From the view point of five evaluation criteria, it is observed that every criteria 

namely relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability, is evaluated as high or fairly high.

 

6. Recommendations 

The following efforts are recommended for extending project outcome and achievement of the overall 

goal: 

1) Official certification of materials 

The outputs including the materials and etc. could be further utilized nationwide if they are officially 

certified in Uzbekistan. It is expected that the STC continuously makes efforts on receiving authorization 

of the materials, syllabus and curriculum by the Ministry of Higher and Secondary Specialized 

Education in the future, through close consultation with the Ministry of Finance. 

 

 



 

2) Taxpayer services 

Although taxpayer services are the field which needs further improvement in the form of new and 

modern type of service in Uzbekistan, counterparts had many opportunities to acquire necessary 

knowledge and experiences on this issue through the Project, at present, a variety of efforts based on 

knowledge obtained through the project are being made. However, further efforts by STC will be needed 

because most citizens have not yet recognized these improvements in taxpayer services. 

 

3) Further improvement of tax administration 

Increase of tax revenue is one of objectives of the improvement of tax administration. In order to 

realize increase of tax revenue, there is a need to reduce the costs borne by taxpayers. It is expected that 

the STC will continue efforts to make tax administration more transparent and efficient. 

 

4) Maintaining and development of the Project outcome 

During the Project, some of the core counterparts changed during the implementation of the Project. 

Although there will be changes in personnel in future, it is expected that the STC continuously makes 

efforts on strengthening  its organizations so that they maintain and develop the project outcome as an 

institutional memory among faculty and tax officers. 

 

7. Lessons Learned 

1) Sufficient assessment in the designing stage 

It is considered that assessment of the present situation, issues and constraints was not sufficient in the 

designing stage. Therefore, after commencement of the Project, some important facts were turned out 

and they forced modification of its operation planned, such as the teaching materials that were needed to 

be developed from the beginning. 

Therefore, sufficient assessment of the present situation, issues and constraints was needed in the 

designing stage. 

 

2) Flexible activities of the Project 

This Project aimed at contribution for the improvements to tax administration through the 

improvements of the education program. Many recommendations were made for improvements on tax 

administration in the process of the Project implementation, and adoption of new methods or 

improvements to existing ones are underway steadily through this process. A noteworthy fact is that the 

Project was implemented flexibly and effectively toward its overall goal and, as the effect improvement 

of tax administration has been achieved in some extent. 

 

8. Follow-up Situation 

During the evaluation mission, the counterpart mentioned expectation for the continuation of Japanese 

technical assistance. It is necessary to follow up counterparts’ consideration and their possible request. 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ウズベキスタン共和国（以下、「ウズベキスタン」と記す）では、独立以降、綿花・金をはじめ

とする一次産品中心の経済構造を維持しつつ、漸進的な改革を進めるとの方針に基づいた経済運

営を行ってきた。同国は1996年の綿花不作を契機とした一次産品市場の低迷に伴う経済不振から

の脱却をめざして市場経済への移行を加速させており、近年は行政・経済改革の促進や立法の強

化に関する取り組みが進められている。特に、経済成長のためには民間セクター開発が不可欠と

の考え方の下、2005年6月には国内の中小企業振興を目的とした各種大統領令が発令され、最近で

も大統領の宣言により2011年が「中小企業育成の年」と指定される等、民間セクターの振興が重

視されている。国内の民間セクター振興に係る制度改革、規制緩和に関する取り組みが進められ

ているところである。 

他方、民間セクター主導によるダイナミックな持続的経済発展のためには、競争原理に基づく

市場経済の一層の発展が不可欠であり、投資環境の改善、「民主的で公正な社会」の形成のため、

市場経済発展に向けた行財政改革、司法制度改革、経済活動の規制緩和をはじめとする法規制枠

組みの再構築といったガバナンスの改革が喫緊の課題となっている。そのため、JICAでは、2003

年11月から2004年8月まで技術協力プロジェクト「税制・税務行政改革のための共同調査研究」を

実施した。このプロジェクトでは、報告書を全面的にウズベキスタン側カウンターパート（以下、

「C/P」）機関が作成し、わが国専門家グループがその助言、質問への回答を行うとともに、客観

的情報を得るために納税者意識調査を実施したものであるが、その際にも「頻繁な税制の改定」「高

率な税制」「税務署に対して極めて弱い個別企業の立場」等の問題が指摘された。 

上記課題に対応するために税務行政改善を進めていく必要があるが、ウズベキスタンにおいて

は、「税務当局機構の最適化」「徴税官の訓練、スキルアップ」「税務当局及び納税者間の関係改善」

「税制の最適化」等といった面において依然として先進諸国からの知的支援を必要としている。 

かかる状況を踏まえて、ウズベキスタンは技術協力プロジェクト「税務行政改善プロジェクト」

をわが国に正式要請し、わが国政府により採択された。 

これを受け、JICAは納税者サービス及び税務調査に係る人材育成体制の強化によるウズベキス

タンの税務行政能力向上を目的とし、国家税務委員会（以下、「STC」）をC/P機関として、2008年3

月から2011年2月末までの3年間の予定で「税務行政改善プロジェクト」を実施している。現在、5

名の専門家（総括、副総括、納税者サービス、税務調査、人材育成）を派遣中である。 

今回、プロジェクトの終了を控え、これまでのプロジェクト活動の実績、成果を評価、確認す

るとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたっての教訓

を導きだすため、終了時評価調査団を派遣した。 
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１－２ 調査団構成 

 担当分野 氏 名 所属先 

1 総 括 阿部 裕之 JICA公共政策部 財政・金融課 課長 

2 協力企画 辻 研介 JICA公共政策部 財政・金融課 調査役 

3 評価分析 高木 秀行 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー（株） 

ODAコンサルタント 

4 通 訳 小島 敬子 （財）日本国際協力センター 研修監理部 研修監理員

（注）JICAウズベキスタン事務所より、二瓶所員（担当）及びシャリポフProject Officer（PO）が現地で支援。 

 

１－３ 調査日程 

No 日付 曜日 行程（評価分析、通訳団員） 行程（その他団員） 宿泊先 

1 1/24 月 

13:10 成田発（OZ101） 

16:10 ソウル着 

17:20 ソウル発（OZ573） 

21:10 タシケント着 

 

タシケント 

2 1/25 火 

10:00 JICAウズベキスタン事務

所打合せ 

11:00 STC打合せ 

15:00 C/P情報収集 

 

〃 

3 1/26 水 

10:00 IFC面談 

11:30 UNDP面談 

14:00 タックス・アカデミー 

15:20 STC 

 

〃 

4 1/27 木 

11:00 UNDP面談 

15:00 タックス・アカデミー 

15:55 タックス・カレッジ 

 

〃 

5 1/28 金 14:00 C/P情報収集  〃 

6 1/29 土 書類整理  〃 

7 1/30 日 書類整理  〃 

8 1/31 月 

10:00 タックス･アカデミー訪

問（授業視察） 

評価報告書準備 

 

13:10 成田発（OZ101） 

16:10 ソウル着 

17:20 ソウル発（OZ573） 

21:10 タシケント着 

〃 

9 2/1 火 

9:00 JICAウズベキスタン事務所 

10:00 財務省面談 

11:00 団内打合せ 

〃 

10 2/2 水 
11:00 STCとの協議（プロジェクト評価） 

16:00 高等中等専門教育省面談 
〃 

11 2/3 木 
評価報告書準備 

15:00 プロジェクト評価報告書署名 
〃 
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12 2/4 金 

10:00 合同調整委員会（JCC）開催 

15:00 在ウズベキスタン日本大使館報告 

16:30 JICAウズベキスタン事務所報告 

22:30 タシケント発（OZ574） 

機中泊 

13 2/5 土 
8:50 ソウル着 

10:00 ソウル発（OZ102）→12:10 成田着 
 

IFC：International Finance Corporation（国際金融公社） 

UNDP：United Nations Development Programme（国連開発計画） 

 

１－４ 面談者 

（1）財務省（Ministry of Finance） 

Mirzaev Mubin Muhiddinovich Deputy Minister 

Minibaeva Tatyana Mihaylovna 税務コンサルティング課長 

 

（2）高等中等専門教育省（Ministry of Higher Secondary, Specialized Education） 

Abdullaev Askar KH. Chairman of the Investment and International Cooperation 

Department 

 

（3）国家税務委員会（State Tax Committee：STC） 

Erkin Gadoev Deputy Chairman/Director, Tax Academy 

Nazarali Norboev Improving Methodology of Taxation Department 

Khotambek Shakirov Head of Department of Information Technology 

Sodiq Boymurodov Chief Inspector of Taxation Methodology 

Rano Alishaeva Head of International Tax Relations and Cooperation 

Department 

Aziz Tagaev Deputy Head of Shayhontohur District Tax Office 

（Tashkent City） 

 

（4）タックス・アカデミー（Tax Academy） 

Bozor Tuhliev Deputy Rector 

Anvar Juraev Lecturer 

Ilhom Norkuziev Lecturer 

 

（5）タックス・カレッジ（Tax College） 

Ziyod Kurbanov Director 

 

（6）国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP） 

Dildora Tadjbaeva Project Manager 

Sherzod Akbarov Head of Economic Governance Unit 

Zarif Jumaev Programme Coordinator, Economic Governance Unit 
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（7）国際金融公社（International Finance Corporation：IFC） 

Arif Nasibov Project Officer 

 

（8）在ウズベキスタン日本大使館 

茶山 比呂司 参事官 

木下 悠矢 三等書記官 

 

（9）JICAウズベキスタン事務所 

江尻 幸彦 所 長 

戸塚 眞治 次 長 

二瓶 直樹 調査役 

Sharifzoda Sharipof Project Officer 

 

１－５ 対象プロジェクトの概要 

プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）を付属

資料１．ミニッツのAnnex 5として添付した。概要は以下のとおり。 

上位目標 納税者サービス及び税務調査に係るSTC当局の専門技術と知識が向上する。

プロジェクト目標 タックス・アカデミー1、及びタックス・カレッジ2の教員が、納税者サー

ビス及び税務調査に係る適切な研修を提供できるよう、カリキュラム・シ

ラバス・教材を改善する能力を習得する 

成 果 1．プロジェクト実施体制が確立する。 

2．税務行政の現状が把握・分析される。 

3．タックス・アカデミー、及びタックス・カレッジにおける、納税者サー

ビス及び税務調査に関する人材育成プログラムが改善される。 

4．改善された人材育成プログラムが実施される。 

5． 改善された人材育成プログラムの評価を行い、人材育成プログラムが

再改訂される。 

6．税理士制度、税理士教育システムに係る改善案が提示される。 

活動（PDM上に記載

の活動を要約） 

1．STCの職員、タックス・アカデミーの教員、その他関係機関の事務職員

などがC/Pとしてプロジェクトに配属・発令され、本プロジェクトの年

間活動計画策定、進捗報告を定期的に行う。 

2．税務行政に関する現状分析のためのベースライン調査を実施したうえ

で、税務行政の問題点を分析する。 

3．タックス・アカデミー、タックス・カレッジにおける導入教育や再研修

（リカレント）プログラムの現状と問題点を分析したうえで、同プログ

ラムの改善案を策定する。 

4． STC職員に対し、改善された人材育成プログラムに基づいて研修を行う。

5． 改善後の人材育成プログラムを用いた研修受講者の追跡調査を行った

うえで、同プログラムの再改訂を行う。 

 

                                            
1 タックス・アカデミー：STC 幹部養成のための大学レベルの税務学校。 
2 タックス・カレッジ：税務職員をめざすための高校レベルの専門学校。一部が推薦でタックス・アカデミーに進学する。 
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6．税理士制度の現状把握、課題の抽出・分析を行い、税理士制度に関する

セミナー実施や育成カリキュラム案の作成を行う。 

C/P機関 国家税務委員会（STC） 

実施期間 2008年3月～2011年2月末（3年間） 

 

１－６ 調査結果概要（団長所感） 

市場経済移行国に対する支援はJICAにとって重要な協力のひとつに位置づけられてきた。その

なかでも市場経済発展に向けた行財政改革、司法制度改革といったガバナンスの改革は喫緊の課

題となっており、そうした背景の下にウズベキスタンの税務分野に関する協力も進められてきた。

当該分野では、税務当局の能力向上が必要であり、徴税官のスキルアップに関する持続的な人材

育成システムの構築が求められていたところ、本件技術協力を通じて教材作成やシラバスの改訂

を行って既存カリキュラムへの取り込みを図ることにより人材育成プログラムのレベルアップを

図ることができたことが確認され、当初の目的はおおむね達成できたものと考える。 

評価5項目についても、インパクトの一部発現が見られる等プロジェクトの完成度は満足のいく

ものといえよう。また、作成された教材は税務当局のみならず経済大学等の関連団体にも配布さ

れて活用されていること、本件協力の過程で提言された税務行政の改善に資する提言が順次取り

入れられていることが確認され、プロジェクトの枠組みを超えた肯定的な影響も発現されている。 

ただし、本件終了時評価を行うなかでいくつか気になる点も散見されたところ、評価の詳細に

ついては後述するとして、ウズベキスタンに対する今後の協力を行うにあたって留意すべき点及

びプロジェクトを実施する際に共通して押さえておくべき点から問題提起を行い、今後の検討材

料としたい。 

    

（1）市場経済移行国におけるプロジェクト実施の難しさ 

本件プロジェクトを評価するにあたり、客観的な指標の代わりにインタビュー等を通じて

達成度を主に主観的に判断したことが今回の特徴として挙げられる。この理由としては、ウ

ズベキスタンで実施した他案件においても仄聞することであるが、同国の閉鎖性あるいは官

僚主義の弊害と想定される状況により、客観的な情報（本件の場合は、徴税率や税務調査実

施状況等）を得ることができないということが挙げられる。達成度を評価するためには客観

的な指標を設定することが望まれるが、今回のような状況の場合にはある程度の柔軟な対応

も必要となろう。加えて、情報開示に対する先方のマインドをいかに変えていくかについて

は相当程度の時間を要する極めて困難な問題であり、プロジェクトを実施すると判断するに

あたって留意すべき点であると思料する。 

 

（2）プロジェクトデザイン時点における調査精度の向上の必要性 

本件プロジェクトでは、既に存在している教材を改訂してカリキュラムに取り込むことを

想定していたものの、実際にはほとんど新規作成を行わざるを得ない状況となり、より良い

教材の作成に想定以上の時間を要したことから、実施スケジュールの遅れを招いた。 

また、作成された教材を正式なものとして全国に配布するためには高等中等専門教育省の

認可が必要であり、その承認プロセスに1年以上の期間を要することが判明したことから、こ

れら教材を既存のカリキュラムのなかで参考書の位置づけとして活用することとなった。 
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こうした状況についてはプロジェクトデザインの時点で把握しておくべき事項であり、詳

細計画策定調査における調査精度の向上が望まれる〔カリキュラムやシラバスの改訂につい

ても標準部分（Standard）については高等中等専門教育省の認可が必要であるが、主務官庁独

自で対応可能な実用部分（Working）も存在し、本プロジェクトで改訂を支援した〕。 

 

（3）プロジェクトの持続可能性 

今回の調査を通じて、本件プロジェクトで作成された教材とその改訂及びカリキュラムへ

の導入といった改善プロセスを今後も継続して行っていくこと、そのための予算の確保や職

員へのインセンティブの付与といった対策を講じていくといった言質をC/Pから取り付けた

ことで持続性の確保が期待できる。さらに、以下の点に取り組むことによって本件プロジェ

クトの持続可能性がより確かなものとなると思料する。 

1点目は組織としての知見の共有・蓄積である。プロジェクト実施期間中に重要なC/Pが人

事異動により交代したことにより意思決定等に若干の遅延や手戻りが見られた。人事異動に

ついては組織体である以上避けられない事態ではあるが、得られた知見が組織内で共有・蓄

積されていれば事業への負の影響は最小に抑えられる。この点、C/Pも認識しており、努力も

図られているところ、今後の取り組み状況に留意したい。 

2点目はプロジェクトで作成された教材の高等中等専門教育省における承認である。現在は

公式には参考書の位置づけとなっているこれら教材についてはC/P内で十分活用されており、

改善プロセスについても先方は積極的に取り組むとしているところ、現時点で特段の問題が

あるわけではないが、これらについて正式に認可を受けることによってプロジェクトの成果

を強固にするのみならず、プロジェクトの枠を超えて広めることにもつながることから、本

件に係るC/Pの前向きな対応を期待したい。 

 

（4）納税者サービス 

税務行政の透明性向上や効率化といった不断の改善を行うことにより納税者の負担を軽減

させるとともに、納税者の理解を得ることが税収の増加につながる。そうした観点からも納

税者サービスの充実は極めて有効な手段であり、本件プロジェクトで得られた知見を基にさ

まざまな取り組みが既に行われている。しかしながら、現時点では必ずしも多くの国民がこ

うしたサービスの向上を認識するまでには至っていないことも事実であることから、今後と

もC/Pの継続した努力が望まれる。 

 

（5）継続した協力に関する先方の期待 

今回の調査を通じてわが国からの継続した支援要請がC/Pから伝えられた。特に今回のプロ

ジェクトでも活動のひとつとして取り上げられた税理士制度を拡充することについての先方

のニーズが相当高いことが判明した。しかしながら、昨今の事業予算の縮小によりウズベキ

スタンにおいて税務行政分野を継続的に支援するかどうか不透明なこと、また、現段階では

正式な要請を受け取っておらず、要請の詳細が不明なことから先方要請を聞き置くことにと

どめている。本件を正式に検討するということになれば、上記留意点を勘案する必要があろ

う。 

なお、先方との協議のなかで、業務の効率化の一環としてIT化の効用が述べられ、実際に
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STCでも取り組みが始まっているとのことである。しかしながら、IT化は確かに業務の効率化

に寄与するかもしれないものの、業務の基礎がしっかり固まっていてこそ初めてその効力を

発揮するものであり、IT化の前に取り組むべき課題を解決することが先決と思料する。加え

て、情報の適時的確な更新があって初めてシステムが機能するものであり、そのための体制

構築は必須である。さらに、ITに対する協力は専門的な能力が必要であり、構築されたシス

テムが的確に作動するかについても不確かな要素が多い。もし、新規に要請される先方のニ

ーズのなかにITへの協力が含まれている場合は十分な見極めが必要である。 
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第２章 終了時評価の方法 
 

本評価調査は、新JICA事業評価ガイドラインに基づき、評価の手法としてプロジェクト・サイ

クル・マネジメント（Project Cycle Management：PCM）の評価手法を採用した。PCM手法を用い

た評価は、プロジェクト運営管理のための要約表である、①PDMに基づいた計画達成度の把握（投

入実績、活動状況、成果の達成度、プロジェクト目標の達成見込み）、②評価5項目（妥当性、有

効性、効率性、インパクト、持続性）の観点に基づいた収集データの分析、③分析結果からの教

訓、提言のまとめの3点で構成されている。 

 

２－１ 評価手順 

（1）資料レビュー、評価グリッドの作成 

事前に半期報告書、専門家帰国報告書及びプロジェクトが作成した参考資料情報を得て、

現地での調査項目及び情報収集方法を検討し、評価デザインとして評価グリッドを作成した。 

 

（2）質問票の作成・回収 

現地調査に先立ち、評価分析団員が評価グリッドを基に、C/Pに対する質問票を作成した。

評価分析団員の派遣前に現地に送付し、評価分析団員の現地調査時に回答の回収・分析を行

った。また、本質問票を補う形で、C/P及びプロジェクト専門家に対してヒアリングを行った。 

 

（3）プロジェクト関係者との面談、インタビュー 

本プロジェクトの達成度や成果をとらえるうえで、プロジェクト側からプロジェクト活動

進捗に係る詳細な報告を受けるとともに、相手国関係機関、日本人専門家、その他プロジェ

クト関係者等に対し、インタビューを実施した。 

 

（4）合同調整委員会（以下、「JCC」）への報告 

上記の調査結果を調査期間中の2月4日にタシケントで開催したJCCでC/P機関を集め、評価5 

項目に沿って詳細に検討のうえ取りまとめられた合同評価報告書の報告を行い、関係者の承

認を得た。 

 

２－２ 評価5項目 

（1）妥当性 

プロジェクト目標や上位目標が、評価を実施する時点において妥当か（受益者のニーズに

合致しているか、相手国の問題や課題の解決策として適切か、相手国と日本側の政策との整

合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か等）を問う視点。 

 

（2）有効性 

プロジェクト目標は達成されるか、アウトプットのプロジェクト目標への貢献度、目標達

成の阻害・貢献要因、外部条件は何か等を問う視点。 
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（3）効率性 

プロジェクトのアウトプット産出状況の適否、アウトプットと活動の因果関係、活動のタ

イミング、コスト等とそれらの効果について問う視点。 

 

（4）インパクト 

上位目標達成の見込み、上位目標とプロジェクト目標の因果関係、正負の波及効果等を問

う視点。 

 

（5）持続性 

政策・制度面、組織・財政面、技術面、社会・文化・環境面、総合的持続性等において、

協力終了後もプロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるいは持続の見込みはある

か）を問う視点。 
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第３章 プロジェクトの実績及び達成度 
 

３－１ 投入実績 

（1）ウズベキスタン側投入 

1）C/Pの配置 

プロジェクト・ディレクター： 

Erkin Gadoev STC副委員長/タックス・アカデミー学長 

プロジェクト・マネジャー： 

Safarbay Achilov タックス・アカデミー副学長（プロジェクト開始～2009年6月） 

Anvar Juraev タックス・アカデミー教員（2009年6月～2010年6月） 

Bozor Tuhliev タックス・アカデミー副学長（2010年6月～プロジェクト終了） 

各分野C/P： 

（人材育成） 

Telman Tadjibaev STC人事部長（プロジェクト開始～2009年10月） 

Jamoliddin Kholtoev タックス・アカデミー再教育学部長（プロジェクト開始～2009年12

月） 

Shuhrat Tashmatov タックス・アカデミー教員 

Ziyod Kurbanov タックス・カレッジ学長 

（税務調査） 

Aziz Tagaev STC書類調査遂行部副部長（プロジェクト開始～2010年9月/現Shayhontohur地

区税務署副署長） 

Davron Babadjanov STC書類調査遂行部主税吏（上記の後任） 

Komil Hotamov タックス・アカデミー教員 

Ganisher Ruziev タックス・アカデミー教員 

（徴収） 

Abdihoviz Tangirkulov STC徴税分析部長（プロジェクト開始～2010年9月） 

Ilhom Norkuziev タックス・アカデミー教員 

Nurulla Rozikov タックス・カレッジ教員 

（納税者サービス） 

Sodiq Boymurodov STC課税方針改善部主税吏 

Anvar Juraev タックス・アカデミー教員 

Gafforov Shukhrat タックス・カレッジ教員（プロジェクト開始～2009年12月） 

 

2）執務スペース等の提供 

専門家の執務スペースは、主要C/Pの勤務地であるタックス・アカデミー内に、PC・プリ

ンターと共に提供された。 

 

（2）日本側投入 

1）専門家の派遣 

プロジェクト期間中に計8名、35.8人/月の短期専門家を派遣した。専門家の構成及び各年
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次の派遣実績は以下のとおり。 

 

分 野 1年次 2年次 3年次 合 計 

総 括 2.37 2.10 1.70 6.17 

副総括/納税環境整備 2.43 1.70 1.83 5.96 

納税者サービス 2.03 2.57 2.20 6.80 

税務調査 2.80 2.40 2.43 7.63 

人材育成計画/徴収 2.17 2.33 2.13 6.63 

税制・税務行政制度 0.23 - - 0.23 

税理士制度 - 1.40 - 1.40 

税理士教育システム - 1.00 - 1.00 

各年次計 12.03 13.50 10.29 35.82 

 

2）本邦研修 

第2年次（2009年度）、第3年次（2010年度）に本邦研修が行われた。第2年次研修には、

タックス・アカデミー、タックス・カレッジ教員を中心に14名が参加、第3年次研修には、

STC職員5名が参加した。各研修の概要は以下のとおり。 

＜第2年次本邦研修（2010年2月9日～2月22日）＞ 

国税庁、税務大学校により、日本税制の概要、納税者管理、調査、徴収、人事管理・

育成に係る講義が行われ、また税務大学校の視察が行われた。 

＜第3年次本邦研修（2010年11月24日～12月4日）＞ 

国税庁、税務大学校等により、国税の広報、税務行政面でのIT活用、税務調査や徴収

に係る実務といった講義が行われ、また税務署やコールセンター、税理士協会の視察

が行われた。 

 

3）ローカルコスト負担：セミナー会場費、教材作成費等 

 

4）プロジェクト総投入額：2.26億円 

 

３－２ 成果の進捗状況及び目標の達成度 

（1）成果の達成度 

【成果1：プロジェクト実施体制が確立する】 

STC、タックス・アカデミー、タックス・カレッジから、人材育成、税務調査、徴収、納

税者サービスの各分野にウズベキスタン側のC/Pが配置された。成果1の各指標及びその達

成状況は以下のとおり。 
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指 標 達成状況 

1-1：タックス・アカ

デ ミ ー 、 タ ッ ク

ス・カレッジの教

員、STC職員並びに

事務職員他が C/P

として配属・発令

される 

プロジェクト活動の対象となる人材育成、税務調査、徴収、納税

者サービスの4分野に、STC、タックス･アカデミー、タックス･

カレッジより計12名のC/Pが配置され、2008年度JCCで承認された

（C/P配置については、「３－１（1）ウズベキスタン側投入」を参

照）。 

1-2：年間活動計画が

策定され、JCCにて

承認される 

各年次初めのJCC（各年次6月開催）にて承認された。各年次の主

な承認事項は以下のとおり。 

 第1年次：着手報告書の協議にて作業計画の承認 

 第2年次：①カリキュラムの改善、②教材の作成、③業務の改善

 第3年次：①新教材を活用した教育プログラムの導入と開始、

②作成教材の活用方針、③新規教材を使用した実験授業の実施

と評価、その評価による改善、④業務改善セミナー提案事項に

対する改善可能事項の検討とそれを踏まえた実行支援 

1-3：プロジェクト活

動がモニタリング

され、半期報告書

が JCC を 通 じ て

STC及び JICAに報

告される 

各年次中間のJCC（各年次12月開催）にて、進捗報告が行われた。

各年次の主な報告事項は以下のとおり。 

 第1年次：①プロジェクト実施体制、②税務行政の現状把握、

③人材育成プログラムの改善 

 第2年次：①業務改善セミナーの提言に対するウズベキスタン

側コメント、日本側専門家の対処案 

 第3年次：①完成教材の概要、②作成教材の活用方法 

1-4：ワークショップ

が開催され、協力

の成果が関係省庁

等と共有される 

 第1年次：第1次現地調査時に税務教育制度、税務調査、徴収、

納税者サービスに関して日本・ウズベキスタン双方で自国の制

度に関してプレゼンテーションを実施。また、2008年12月に

C/P、タックス・アカデミー、タックス・カレッジ学生、職員

並びにSTC職員対象にワークショップを開催。 

 第2年次：2009年9月に業務改善セミナーを実施、STC幹部、タ

ックス・アカデミー及びタックス・カレッジの教員等、計70名

が出席。日本側専門家から業務改善のための提言が行われた。

2009年12月にSTC、財務省共催で、約90名を対象に税理士制度

セミナーを実施、日本側専門家から税理士制度促進のための提

言が行われた。 

 第3年次：2011年2月にプロジェクト終了時セミナーを実施し、

プロジェクト活動の総括並びに対象各分野（人材育成、税務調

査、徴収、納税者サービス）の更なる改善のための提言が予定

されている（付属資料４．JCC配布資料を参照）。 

 

【成果2：税務行政の現状が把握・分析される】 

1年次に人材育成、税務調査、徴収及び納税者サービスの各分野に関する税務行政の現状

把握が行われ、2年次にはこうした現状把握に基づく業務改善セミナーの実施と改善のため

の提言が行われた（４－２ 有効性「表－２ 税務行政における検討課題」を参照）。成果

2の各指標及びその達成状況は以下のとおり。  
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指 標 達成状況 

2-1：税務行政に関す

る現状分析調査の

ためのTORが、ウズ

ベキスタン・日本

の双方で調整・合

意される 

 第1年次に、外部委託調査の内容を中小企業の記帳状況と納税

者サービスのアンケート調査に特定し、TORを作成・合意。 

 第2年次に、税理士制度及び税理士教育システムに関する現状

把握調査を追加・合意。 

2-2：税務行政に関す

る現状分析調査が

完了する 

 第1年次に、税務行政に関する現状分析調査を実施、第2年次に

補足調査を含め完了。プロジェクト対象各分野（人材育成、税

務調査、徴収、納税者サービス）について、納税者、タックス・

アカデミー及びタックス・カレッジからの聴取、セミナー実施

により現状調査が行われた。納税者の記帳状況や納税者サービ

スに関するアンケートは、第1年次12月から実施し、データ収

集と分析を完了。 

 第2年次に、税理士制度及び税理士教育システムに関する現状

把握を完了。 

2-3：税務行政の問題

点 が 明 ら か に な

り、今後取り組む

べき事項について

検討が行われる 

上記の2-2の調査結果により税務行政の問題点を把握、2009年6月

の業務改善セミナーにてSTCに報告され、日本人専門家から改善

案が提示された。 

（業務改善セミナーの概要） 

・内容：プロジェクト対象各分野の業務改善に係る提案。ウズベ

キスタン側は取り組み可能な事項やコメントを取りまとめ、後

日日本人専門家に提出。 

・実施要領：2009年9月26日、タックス・アカデミー大講堂 

・参加者：STC幹部、タックス・アカデミー及びタックス・カレ

ッジの教員等、計70名 
TOR：Terms of Reference 

 

【成果3：タックス・アカデミー、及びタックス・カレッジにおける、納税者サービス及び税

務調査に関する人材育成プログラムが改善される】 

1年次に調査を実施し、タックス・カレッジ及びタックス・アカデミーの概要や人材育成

プログラム、教員や教材の現状が把握された。そのうえで改訂シラバス案の策定が行われ、

2年次に改訂シラバスに組み込む教科書作成が促進された。3年次には教材がほぼ完成し、

所期の成果を達成した。成果3の各指標及びその達成状況は以下のとおり。 

 

指 標 達成状況 

3-1：STCにおける人

材育成計画全体の

概略が把握される 

第1年次に調査を実施、完了。タックス・カレッジ及びタックス・

アカデミーの概要や人材育成プログラム、教員や教材の現状が調

査された。 

（人材育成の概要） 

「国家人材育成プログラムの基本方針」に基づく税務機関の人

材育成システムとして、STCによりタックス・カレッジ及びタ

ックス・アカデミーが設立。原則として、この2つの学校の卒

業生が税務職員に採用されるという体制が確立した。 
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 ・タックス・カレッジ：中等教育を目的とした高等学校（義務

教育・3年制）に1学年を延長するとともに、租税及び課税の

税務専門科目のカリキュラムを加えた、「一般税務職員養成コ

ース・4年制」が設立されている。 

・タックス・アカデミー：租税及び課税の税務専門科目のカリ

キュラムを加えた高等教育を目的とした大学であり、「幹部職

員養成コース・学士課程4年制、修士課程2年制」が設立され

ている。入学できるのはタックス・カレッジ卒業生のうち選

抜試験に合格した者に限られ、入学後の学費は国が負担。こ

のため卒業生は3年間、税務機関で働くことを義務づけられ

る。 

 税務職員に採用されたのち、資格向上教育及び再教育が行われ

る。 

・資格向上教育：全国の税務署業務が統一的かつ適正に行われ

るために必要不可欠な職員研修。税法の改正点のほか、特に

業務上問題となるような項目を複数取り上げて実施される。

・再教育：タックス・カレッジ及びタックス・アカデミーの教

育制度が制定される前に採用された職員、あるいはその後に

採用された税務の専門科目を履修していない一般大学卒業者

等を対象として、これらの職員の専門性を高めるために行わ

れる。 

3-2：タックス・アカ

デ ミ ー 、 タ ッ ク

ス・カレッジにお

ける導入教育、及

び中堅実務者に対

する再訓練プログ

ラムの現状及び問

題点が把握される 

第1年次に調査実施、分析完了。上記3-1の人材育成プログラム等

を踏まえ、税務調査や徴収、納税者サービス等に関する実践的な

研修の必要性、及び経験年数等に応じた段階的な教育制度の整備

の必要性が指摘された。 

3-3：タックス・アカ

デ ミ ー 、 タ ッ ク

ス・カレッジにお

ける導入教育、及

び中堅実務者に対

する再訓練プログ

ラムの改善案が策

定される 

 第1年次に改訂シラバス案を提示するとともに、これに必要と

なる教材として、まず税務調査基礎編及び納税者サービスの作

成が、C/P主体で開始された。徴収に関しては制度的な差異も

あり、第2年次の取り組みとなった。 

 第2年次に改訂シラバスに組み込む3教材の作成作業を促進し

た。税務調査基礎編は初版を作成、実験授業を行い改訂作業に

入った。税務調査技術編（中級）、納税者サービス、徴収は初

版の作成がほぼ完了した。 

 第3年次に税務調査基礎編、税務調査技術編（中級）、徴収、納

税者サービスの教材を完成させ、印刷を完了。 

 

なお、ウズベキスタンの公式の教科書としての認定には、高等中等専門教育省の人材育

成スタンダードの承認を受けたうえで、標準化省の認可が必要となる。この際、教育の一

貫性、教育内容の重複回避・継承性、対象年齢などが、一定のクライテリア/スタンダード

に準拠して検討され、専門家による鑑定が行われる。このため、申請から認定を受けるま

でに1年あるいはそれ以上の期間を要することになり、教科書としての公式認定を待った場
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合、プロジェクト期間中に新教材を導入することが困難であった。こうした状況を踏まえ、

プロジェクト活動による成果を効果的に発現させるための方策がSTCと協議された。 

この結果、新教材はタックス・アカデミー及びタックス・カレッジの既存カリキュラム

に基づき、各教育機関の裁量で決めることができる範囲内で、副教材として活用される方

針となった（既存のカリキュラムに同内容の科目があるものについてはその中で、既存の

科目がないものについては裁量範囲内での選択科目の設置）。これを受けて、新教材は2010

年7月にタックス・アカデミー教授会の承認を得ている。 

 

【成果4：改善された人材育成プログラムが実施される】 

2年次に教材を用いた実験授業が実施され、3年次に改訂シラバスに基づく授業が本格的

に実施されることで、おおむね所期の成果を達成した（４－２ 有効性「表－１ 教材の

活用状況」を参照）。成果4の各指標及びその達成状況は以下のとおり。 

 

指 標 達成状況 

4-1：改善された人材

育成プログラムに

よる研修が実施さ

れ、STC職員が研修

を受講する 

 第2年次に、税務調査基礎編、徴収、納税者サービスの実験授

業が実施され、新教材の説明及び質疑応答が行われた。 

（実験授業の概要） 

・ 税務調査基礎編：2009年10月2日にタックス・カレッジに

て開催、タックス・カレッジ教授等9名を対象に実施。 

・ 徴収：2010年1月29日にタックス・アカデミーにて開催、

タックス・アカデミー、カレッジ及び外部の金融アカデミ

ー等の教授、STC職員、学生の計25名を対象に実施。 

・ 納税者サービス：2010年1月16日にタシケント市資格向上

研修校舎にて開催、資格向上研修受講者34名を対象に実施。

 第3年次の新学年度（2010年9月開始）以降、改訂シラバスに基

づく授業が実施され、新教材は副教材としての活用が開始され

ている。 

 

【成果5：改善された人材育成プログラムの評価を行い、人材育成プログラムが再改訂される】 

2年次に実験授業を経た教材の改訂が行われた。一方、シラバスと教材の作成には予想以

上の期間を要した。プロジェクト開始当初は実践的な内容を含む教材が存在することを前

提に、既存教材の改訂を行うことが想定されていたが、実際には各講師が独自で講義資料

を作成しているにとどまっていることが判明し、体系的な教材をほぼ新規に作成する必要

が生じたことが要因として挙げられる。またこれら教材を作成するにあたり、どの授業で

活用するかの検討、及びこれら授業に応じた教材の内容とするための検討に想定以上の時

間を要したことも、現在行われている授業での活用開始が遅れる要因となったと考えられ

る。 

3年次に既存の授業で副教材として本格的な活用を開始したばかりであり、これら科目の

シラバス及び教材の評価・再改訂には至っていない。ただし、2年次における実験授業の結

果が反映されており、また3年次には新教材を活用した授業に対するアンケート調査が実施

されている。なお、現時点で特段の問題点は指摘されていない。 

成果5の各指標及びその達成状況は以下のとおり。 
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指 標 達成状況 

5-1：改訂研修プログ

ラムの評価調査が

行われる 

 第2年次に実験授業のフィードバックに基づく評価がなされ、

C/Pを主体に、税務調査基礎編、納税者サービス、徴収の新教

材初版の改訂が行われた。 

（新教材初版の再改訂の概要） 

・理解促進のためのキーワード、演習問題、参考文献の追加

・ウズベキスタン税規定に関する記載の補完 

・日本の税制、税務調査に関する法体系・執行体系等に関す

る説明の追加 

 第3年次に、新教材を活用した授業に対するアンケート調査が

実施された。 

（アンケート調査結果の概要） 

・教材に対する講師の意見：タックス・カレッジの講師は、

講義内容として妥当であるとする意見が大半。タックス・

アカデミーの講師は、少し易しいという意見が多数。 

・ 受講した学生の理解度：タックス・カレッジ及びタック

ス・アカデミーのいずれにおいても、ほとんどの学生が理

解できたとしている。 

（付属資料５．教材活用に係るアンケート調査結果を参照） 

5-2：評価調査の結果

により再度改訂さ

れた研修プログラ

ムが実施される 

 改訂シラバスに基づく授業が3年次に開始したばかりであり、

これら科目のシラバス及び教材の評価・再改訂には至っていな

い。 

 

【成果6：税理士制度、税理士教育システムに係る改善案が提示される】 

2006年より開始されたウズベキスタンの税理士制度の確立に対する財務省やSTCのニー

ズを受けて、JCCにてプロジェクト活動に当該分野に係る協力を追加することが提案され、

本成果が追加された。2年次に税理士セミナーが開催され、同国の税理士制度に係る現状分

析及び改善提案がなされたことで、成果6は達成された。 

STCは現在、2010年の大統領決定（PP1438）において税理士の増加を推進していること

を受け、財務省と共に税理士法（2006年施行）の改正に取り組んでいる。このなかで、税

理士セミナーの提言に基づき、実務経験や学位により税理士試験科目の一部を免除するな

どの資格付与要件の緩和が検討されている。このほか、税理士報酬を暫定的に非課税とす

る税理士業務に対する優遇措置、税務相談を税理士のみが行える業務とするなどの増加策

も検討されている。成果6の各指標及びその達成状況は以下のとおり。 
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指 標 達成状況 

6-1：税理士制度と税

理士教育システム

に係る現況が把握

される 

 税理士制度の法案・省令、税理士養成特別プログラムの入手・

分析が行われた。 

 財務省税務政策部、STC税務政策部、税理士協会・税理士、企

業・会計担当者に対するインタビューが実施され、関係官庁の

実態、資格取得税理士の活動・業務実態、試験制度、資格取得

のための教育、税理士登録、法律における税理士の権利義務、

企業の帳簿組織等について、現況把握・分析が行われた。 

6-2：税理士制度発展

のための提言が作

成される 

2009年12月に税理士セミナーを実施、税理士協会の強化・育成や

税理士試験のあり方等に関して提言が行われた。 

（税理士セミナー概要） 

・内容：日本の税理士制度の解説、ウズベキスタンの税理士制

度の展望、税理士制度普及に向けた改善策の提案及び質疑応

答 

・実施要領：2009年12月10日、デデマンシルクロードホテル 

・参加者：財務省、STC、議会、国際機関、日本大使館、JICA

等から計100名 

（税理士セミナーの提言項目） 

・税理士協会の強化・育成 

・一定の有資格者及び実務経験者に対する試験免除及び一部試

験・科目の免除 

・科目別合格制等の中長期的な試験制度の構築 

・税理士制度導入時の短期・暫定的措置としての無試験での税

理士資格付与 

・税理士を活用する企業の増加策（税理士を申告代理人とした

場合に納税者が受けることができる税額控除の検討など） 

6-3：ウズベキスタン

財務省と共同の税

理士制度セミナー

が開催される 

税理士セミナー内容並びに日程調整をウズベキスタン財務省と行

い、上記のとおり税理士セミナーが実施された。 

 

（2）プロジェクト目標の達成度 

上記の各成果の評価から、プロジェクト目標である「タックス・アカデミー及びタックス・

カレッジ教員のカリキュラム・シラバス・教材の改善能力の習得」が着実に達成されつつあ

るといえる。プロジェクト目標の指標に関し、指標1「改善された導入教育が実施される」に

ついては、タックス・カレッジにおける税務調査及び徴収の授業が、改訂シラバスと新教材

の活用により実施されている。指標2「納税者サービス、税務調査に関するリカレント研修プ

ログラムが実施される」については、タックス・アカデミーにおけるこれらの授業が、改訂

シラバスと新教材の活用により実施されている。こうしたプロジェクト実施を通して、教員

は教材・シラバスの作成と改善を自ら行いこれら能力を身に着け、また日本の税務行政を参

考とした自国の税務行政の教育面及び実務面の意識の変化は、改善の推進力となっている。

プロジェクト目標である教員の能力向上を示すものとして、具体的には以下の点を確認する

ことができた。 
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①STCは、プロジェクト活動を通じて作成された教材が更に全国で活用されるために、公式

の教科書として認定を受ける考えである。 

②教材作成を通じて、これまでの理論中心の授業内容から、日本をはじめとした諸外国の

制度を参考とした実務的な内容を取り入れることへと意識が変化した。 

③STCから、例えば税務行政においてIT化が進むなか、こうした実務の変化に対応して授業

内容の更新を行うという考えも聞かれた。プロジェクト終了後も、こうした意識の下、

教育プログラム改善への取り組みが今後も継続されることが期待される。 

④税法は毎年改正が行われることから、これに対応した教材の見直しや、前述のように税

務行政実務の変化への対応が必要となる。プロジェクトでは、C/Pである教員自ら教材の

執筆を行い、実験授業を通して改良に取り組んできており、得られた知識と経験を生か

して、今後の教材改訂をウズベキスタン側が独自に行っていくことが期待される。ただ

し、納税者サービスに関しては、ウズベキスタンでは新しい概念といえ、独自の改訂・

更新には困難が予想されるという声も聞かれた。 

 

３－３ 実施プロセスに係る特記事項 

（1）効果発現に貢献した要因 

1）専門家による税務行政の改善に資する提言 

プロジェクトは税務職員の人材育成の改善を目標に実施されたが、この過程で、ウズベ

キスタンの税務行政の現状が詳細に分析され、分析結果に基づき専門家から改善に資する

多くの提言がなされた。こうした提言を踏まえ、STCでは業務改善のための施策を順次導入

するとともに、既存の業務の改善に取り組みつつある。 

 

2）C/Pの高いオーナーシップ 

C/Pは、各人が主体的にプロジェクトに取り組んだ。例えば、本邦研修参加者は帰国後、

日本の事例について報告を行うとともに、研修により得られた知見を基にウズベキスタン

の税務行政の改善のための提言を幹部に行っている。教材作成においては、担当した教員

は自ら執筆・内容の見直しを行い、また実験授業を経た改訂を行っている。こうしたC/Pの

高いオーナーシップはまた、C/P配置が適切であったことを示していると考えられる。 

 

3）専門家の適切なプロジェクト管理 

プロジェクト実施において、特に教材作成を担当した教員の執筆に要する時間の確保な

ど、C/Pは本業とプロジェクト活動との両立が必要であった。こうした状況にかんがみ、専

門家は不在期間中にC/Pに課題を与えるなど、時間を有効活用し円滑なプロジェクトの進行

管理を行った。専門家の適切なプロジェクト管理も、おおむね所期の成果を達成したこと

への貢献要因であると考えられる。 

 

4）税理士制度に関する活動の追加 

税理士制度に関する活動はのちに追加されたものであるが、税制改革を目標に掲げ諸施

策を実施しているウズベキスタン税務行政において、その他のプロジェクト活動との相乗

効果が見られ、プロジェクトをより効果的に実施する貢献要因となったと考えられる。例
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えば、日本の税務行政を理解するうえで、税理士制度の理解は不可欠な部分があり、こう

した理解は一方で、C/Pがウズベキスタンの税理士制度の改善策を検討することにつながっ

ていると考えられる。 

 

5）他ドナーとの協調 

ウズベキスタン税務行政に対する協力は、UNDPをはじめとした他ドナーも取り組んでお

り、本プロジェクトも計画段階から他ドナーとの協調が図られてきた。このため、税務行

政に対する支援の枠組みがドナー間で調整されるとともに、プロジェクト内容の重複とい

った問題の回避がなされた。また、それぞれプロジェクトで実施するセミナーに招待する

など情報共有がなされており、こうしたこともプロジェクトをより効果的に実施する貢献

要因となったと考えられる。 

 

6）納税者の増加 

ウズベキスタンでは、市場経済化に伴う納税者の増加により、税務行政の効率化など対

応が求められている。このため、プロジェクト実施のなかで、C/Pもこうした観点から専門

家との協働作業や本邦研修で多くのものを取り入れ、主体的に改善策の検討を行ってきた。

なお、プロジェクト終了後も、C/Pは引き続き納税者増加への対応を行っていくこととして

おり、この点においても、プロジェクトの成果が今後も活用されることが期待できる。 

 

（2）効果発現を阻害した要因 

1）プロジェクトデザイン策定段階の調査 

プロジェクトは、カリキュラム改訂と、既存教材の改訂及びこれらを用いた授業の実施

を通じた人材育成プログラムの一連のプロセスの改善を通じ、タックス・アカデミー及び

タックス・カレッジの能力向上を目的としていた。しかしながら、カリキュラムや教材等

の公式の改訂には高等中等専門教育省等関係機関の認可が必要であるうえ、既存教材が想

定以上に存在していなかったことから教材を最初から作成する必要が生じた等、プロジェ

クト実施段階に至ってプロジェクト活動に影響を与える事実が判明することが多く、都度

計画変更を余儀なくされた。 

 

2）重要なC/Pの異動 

2年次後半以降、人材育成分野において人事部長、再教育学部長などの重要なC/Pが異動

した。このため、当該分野の意思決定に遅れが出るなどの影響を及ぼした。 

 

3）教材製本に要した期間 

教材の編集・印刷工程に想定以上の時間を要したため、2010年9月の新学期をめどに製本

完了をめざした税務調査基礎編、徴収、納税者サービスのうち、徴収、納税者サービスは

10月下旬まで遅れ、授業での活用が11月以降となった。 
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第４章 5項目評価結果 
 

４－１ 妥当性 

本プロジェクトは、ウズベキスタンの政策、STCのニーズ、日本の援助政策のいずれにも沿った

ものであり、妥当性は非常に高い。 

ウズベキスタン政府は、税法改正と税務行政改善に取り組む旨の大統領決定（2006年）を行っ

ており、税務行政の改善が急務であるとの認識を示している。また、国家中期開発計画（国民福

祉増大戦略）2008‐2010では、財政政策に投資環境の整備、経済競争力の向上等に資する税制改

革を目標として掲げており、これらを達成するための手段として、①依然として高い水準にある

税率の引き下げ、②税務行政の改善、③税制の最適化、を推進していくとしている。さらに、現

在作業中である2006年施行税理士法の改正を推進するなど、税務行政の改善を重要な国家政策と

して位置づけている。 

STCでは、19998年及び2001年の「国家人材育成プログラムの基本方針」に基づきタックス・ア

カデミー及びタックス・カレッジを設立、原則としてこれら教育機関の卒業生が税務職員に採用

されるという体制が確立し、現職員に対する能力向上研修を行うなど、税務職員に対する継続的

な人材育成を実施している。 

また、本プロジェクトは、わが国の国別援助計画における重点分野のひとつである市場経済発

展と経済・産業振興のための人材育成・制度構築支援に位置づけられる。 

 

４－２ 有効性 

「第３章 プロジェクトの実績及び達成度」において前述したように、各成果の十分な貢献に

よりプロジェクト目標がおおむね達成されており、プロジェクトの有効性は高い。成果1及び成果

2の達成によりプロジェクトの実施体制及びウズベキスタンの税務行政の課題の把握が完了し、成

果3から成果5で、それに基づいて改訂された人材育成プログラムが実施されるに至った。さらに

成果6では税理士システムへの改善提示を通じて納税者サービスの改善につながった。これら成果

のプロジェクト目標への貢献は十分認められる。 

特に人材育成の改善の面では、タックス・アカデミー及びタックス・カレッジの2010年9月開始

の学期において、改訂シラバスに基づく授業が実施されており、作成された教材が既存のカリキ

ュラムのなかで副教材として活用されている。これらは教員のカリキュラム・シラバス・教材の

改善能力の習得に大きく寄与したといえる。作成された教材とこれらを用いた授業の実施状況は

表－１のとおり。 
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表－１ 教材の活用状況 

教 材 活用状況（2010年9月～2011年7月） 

タックス・アカデミーにて左記教材を使用する研修科目 

再教育学部 税務コントロール 

大学院 納税責任 / 税務コンサルティング 

租税・課税学部 税務コントロールの企画及び実施方法 

タックス・カレッジにて左記教材を使用する研修科目 

税務コントロール 

（基礎編） 

税務コントロール / 税制基礎 / 租税分析及び税務調査 

タックス・アカデミーにて左記教材を使用する研修科目 

再教育学部 税務コントロール 

大学院 納税責任 / 税務コンサルティング 

税務調査の方法 

（技術編/中級） 

注：事例集の作成中 

租税・課税学部 税務コントロールの企画及び実施方法 

タックス・アカデミーにて左記教材を使用する研修科目 

再教育学部 法人・個人からの滞納税金の徴収 / 税務統

計及び予測 

滞納税金及びその徴収 

（一般用） 

租税・課税学部 税務統計及び予測 / 税収の予測 

タックス・カレッジにて左記教材を使用する研修科目 滞納税金額の削減 

（カレッジ用） 
滞納税金の徴収 

タックス・アカデミーにて左記教材を使用する研修科目 

再教育学部 法人課税 / 個人課税 / 租税理論 

大学院 税務コンサルティング 

納税者サービス 

租税・課税学部 租税及び課税 / 外国の税務制度 / 法人課税

/ 個人課税/ 租税の歴史及び理論 

 

また、税務行政改善に関しては、税務行政の現状把握の過程で出された提言、本邦研修の参加

者からの報告等を踏まえ、STCは業務改善のための施策を順次導入している。業務改善セミナーの

主な提言事項と実施状況は表－２のとおり。 

特に、ウズベキスタンにとって新しい概念といえる納税者サービス分野では、申告期間中の税

務署での相談窓口の設置、納税者セミナーでの冊子やブックレットの配布と、質疑応答による具

体的な税法適用についての説明など、納税者サービスの改善に多くの進展が見られる。 
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表－２ 税務行政における検討課題 

提言事項 検討・導入状況 

税務調査 

税務調査計画の簡略化 税務調査の対象分野の決定は首相や関係省庁大臣等で構

成される調整委員会の許可が前提となっているが、バザ

ールにおけるSTC単独管理が実施されることとなった。 

調査対象者選定 同業者間の申告実績の比較による調査対象者選定が順次

導入されている。STCはデータベース統合化などによる、

より効率的・効果的な実施をめざしている。 

徴 収 

コールセンターの設置 これまでも電話による大口滞納者への督促は行っている

が、徴収のためのコールセンターの設置を検討中。 

滞納者接触記録の保存 STCは滞納者と接触した場合の記録保存を実施し始めて

いる。 

強制徴収の年間作業計画 提言を考慮し、「滞納金を減少させるための計画」「各滞

納者に対する業務計画」が作成され、実行されている。

納税者サービス 

納税者へのセミナー実施 納税者へのセミナーが定期的に実施されている。 

税金週間 税金週間が2011年1月に導入されている。 

納税者の質問・意見等の把握 全国的に納税者アンケートが実施されている。納税者へ

のセミナー、税金週間の相談窓口を通じても実施されて

いる。納税者の意見を収集するうえで、利用者にとって

より便利な方法を検討している。 

 

４－３ 効率性 

投入はプロジェクトの進捗に応じて柔軟に行われ、各アウトプット発現の最大化が図られてお

り、プロジェクトの効率性はおおむね高いといえる。 

主な専門家派遣は、総括、副総括（納税環境整備）、納税者サービス、税務調査、人材育成計画

（1年次）、徴収（2年時以降）の分野にて行われた。また、2年次に税理士制度、税理士教育シス

テムの各専門家が追加派遣されたが、税理士制度拡充に取り組むウズベキスタン政府要請に基づ

くものであり、時宜にかなっていたと考えられる。 

専門家の知識と経験、プロジェクト管理についても、プロジェクトのC/Pからの評価は高い。 

本邦研修については、2年次及び3年次に実施された。2年次の研修は、タックス・アカデミー及

びタックス・カレッジの教員を中心に14名が参加した。本研修では、税務行政に関する研修と税

務大学校への視察が行われた。3年次は、STC職員の5名が参加し、税務行政のより実務的な内容の

研修と税務署及び納税コールセンターの視察が行われた。これら投入を通じて主要C/Pの意識向上

及びわが国の知見を生かしたウズベキスタン税務行政への適用が図られ、プロジェクトの活動促

進に貢献した（研修内容については「第３章 ３－１ 投入実績」を参照）。 

C/Pについては、開始当初から対象各分野に対して適切な配置がなされた。ただし、2年次後半
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以降、人材育成分野において組織内の異動等により人事部長、再教育学部長などの重要なC/Pの交

代があり、当該分野の進捗の意思決定に遅れが出るなどの影響を及ぼした（C/Pの配置・異動につ

いては「第３章 ３－１ 投入実績」を参照）。 

 

４－４ インパクト 

上位目標である「納税者サービス及び税務調査に係るSTC当局の専門技術と知識が向上する」に

ついては、プロジェクトで行われた業務改善のための提言及び本邦研修の参加者からの報告を受

け、順次業務改善のための施策導入あるいは既存の業務の改善が進展しつつあり、既にインパク

トの一部発現が認められる。 

上位目標の指標に関し、指標1「納税者の相談件数の増加」については、近年の経済成長により

納税者が増加していることも要因として挙げられるものの、STCによる改善の努力も最近の増加に

貢献していると考えられる。例えば、納税時期に設ける税務署の相談窓口の設置期間を長くする

ことにより、以前より多くの納税者への対応が行われているといった実例も把握されている。今

後はこうした相談への対応をいかに効率的かつ適切に行っていくかについて引き続き検討・実行

していく必要がある。指標2「法令に基づく効率的な税務調査の実施」については、提言の実行と

人材育成システム改善により、今後の効果発現が期待できる。 

加えて、各分野の新教材は他の経済系大学にも配布予定であること、納税者サービス教材は納

税者向けセミナーでの活用が検討されているなど、プロジェクトで作成された教材がC/P機関以外

でも活用されつつあり、インパクトの発現が更に期待される（付属資料３．教材配布状況を参照）。 

さらに、STCからは、例えば税務行政においてIT化が進むなか、プロジェクト活動を通じた実務

の変化に対応して授業内容の更新を行うという考えも聞かれ、プロジェクト終了後も、こうした

意識の下、教育プログラム改善への取り組みが今後も継続されることが、副次的な効果として今

後期待される。 

 

４－５ 持続性 

政策面の持続性に関して、STCの方針では、「国家人材育成プログラムの基本方針」に基づく税

務職員の人材育成が、引き続きタックス・アカデミー及びタックス・カレッジにて行われていく

ことが期待される。プロジェクト成果はこうした人材育成のなかで持続されることとなり、各教

育機関の学長から、プロジェクト活動を通じて改善された、教科書作成とその改訂、カリキュラ

ムへの導入といった一連の改善のプロセスを今後も継続していく意思表明がなされた。 

技術面の持続性に関して、C/Pは専門家より技術移転を受けた税務行政の教育面及び実務面の知

識と経験をC/P以外にも広め、組織内での共有・蓄積が図られている。教育面については、これま

でも学内の教育委員会の場で共有されており、今後の更なる研究成果についても同様に普及され

ていくことが期待できる。さらに、教員の教育改善の継続への動機づけとして、学術的に顕著な

貢献をした人には学長賞が授与される等のインセンティブも用意されていることが判明した。実

務面については、業務改善セミナーや本邦研修で得られた知見を幹部に報告・提言するなど、既

にSTC内での共有と活用がなされている。 

組織・財政面の持続性に関して、上記学長によれば、授業実施に係る経常予算に加え、今後の

教科書改訂やそのための調査研究に係る予算、執筆に要する教員の勤務時間についても十分に確

保し、改善された人材育成プログラムを継続していく考えとのことである。 
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第５章 結 論 
 

上記の評価結果から、計画された成果をほぼ達成し、プロジェクトはおおむね目的を達成して

いると結論づけることができ、残りのプロジェクト期間内の活動をもって、当初の協力期間内の

終了が可能と判断される。 

5項目評価の観点からも妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性それぞれにおいて高い、

あるいはおおむね高いと認められる。 
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第６章 提言と教訓 
 

６－１ 提 言 

プロジェクト成果の発展と上位目標の達成のための提言として、以下の取り組みが挙げられる。 

    

（1）教材等の公式認定 

プロジェクトで作成された教材等は、ウズベキスタンで公式なものとして認定を受ければ、

全国的に活用されることにつながる。教材、シラバス、カリキュラムが、財務省との緊密な

コンサルテーションの下、高等中等専門教育省等関係機関の認可を受けられるよう、STCの努

力に期待する。 

 

（2）納税者サービス 

納税者サービスは、ウズベキスタンでは税務行政の新しい分野として強化が必要な分野で

あるが、C/Pはプロジェクトを通して多くの必要な知識と経験を身に着ける機会を得た。現在

では、プロジェクトで得た知見を基に、さまざまな取り組みが実行に移されている。しかし

ながら、現時点ではまだ多くの市民がこうした納税者サービスの向上を認識するまでには至

っておらず、STCの今後の更なる取り組みが必要である。 

 

（3）税務行政の更なる改善 

税務行政改善の目的のひとつに税収の増加が挙げられる。税収増加を実現するためには、

納税者の納税手続き負担の低減が実現することが重要な要件となる。STCが引き続き税務行政

の透明化・効率化に取り組んでいくことを期待する。 

 

（4）プロジェクト成果の維持・発展 

プロジェクト期間中、重要なC/Pに交代があった。組織体である以上、今後も人事異動等は

避けられないが、プロジェクトの成果が教員間あるいは税務職員間で、組織の知見として維

持・発展されるよう、STCがその体制づくりに取り組むことを期待する。 

 

６－２ 教 訓 

（1）プロジェクトデザイン策定段階における十分な調査 

プロジェクトデザインの策定段階において、該当分野の現状や課題、制約条件等の把握に

必要な調査が十分ではなかったと考えられる。このため、プロジェクト開始後に、既存教材

が想定以上に存在しないこと等プロジェクト活動に影響を与えるような事実が判明し、都度

計画変更を余儀なくされた。プロジェクトデザインの策定段階において、該当分野の現状や

課題、制約条件等に係る調査精度の向上が必要であったと考えられる。 

 

（2）プロジェクトの柔軟な実施 

プロジェクトは、人材育成プログラムの一連のプロセス改善及びそれによるC/Pの能力向上

を通じて、間接的に税務行政の改善に貢献することを企図していた。一方、プロジェクト実

施の過程で、現状の税務行政の改善に資する多くの提言がなされ、それを踏まえC/Pは業務改
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善のための施策を順次導入し、また既存の業務の改善に取り組みつつある。こうした成果は

特筆すべきものであり、プロジェクトの実施段階において、税務行政の改善という上位目標

の発現に向け柔軟かつ効果的に活動を実施するという柔軟な対応はインパクト発現に良い効

果をもたらしたと考えられる。 



付 属 資 料 

 

１．ミニッツ（英文・露文） 

 

２．主要議事録 

 

３．教材配布状況 

 

４．JCC 配布資料 

 

５．教材活用に係るアンケート調査結果 











































































































 

 

２．主要議事録 
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2011 年 1 月 25 日 11:00 – 11:50 

カウンターパート： 

国家税務委員会（State Tax Committee：STC） 

 – Mr. Erkin Gadoev（Deputy Chairman / Director, Tax Academy） 

– Mr. Nazarali Norboev（Improving Methodology of Taxation Department） 

– Mr. Khotambek Shakirov（Head of Department of Information Technology） 

– Ms. Rano Alishaeva（Head of International Tax Relations and Cooperation Dept.） 

Tax Academy – Mr. Bozor Tuhliev（Deputy Rector） 

調査団： 

JICA – 戸塚次長、Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

終了時評価調査を実施するにあたり、事前協議を行った。 

主な協議内容： 

１．Gadoev 氏より、プロジェクト成果の総括 

 まず、ウズベキタン共和国（以下、「ウズベキスタン」）の税務行政について調査がな

され、全体の把握・提言による業務改善が推進されている。 

 次に、テーマ別（税務調査、徴税、納税者サービス）に副教材が作成され、現在、授

業で活用されている。 

 税理士セミナーの提言事項について、STC と財務省がその適用を検討中。 

 今後もこれらプロジェクトの成果が継続するものと期待している。 

 プロジェクトで得た知識・経験を基に、税務行政において以下の事項を今後の検討課

題としている： 

・税務関係書類の簡素化、作成コストの削減 

・納税者データベースの改善 

 プロジェクトのフェーズ 2 が実施されることを望んでいる。 

２．評価者より、評価の方針・方法の説明 

３．評価調査実施にあたり確認事項 

 主な対応者は、STC – Norboev 氏、Tax Academy – Tuhliev 氏 

 評価結果に関する議事録の署名は Gadoev 氏 

 署名予定日の前日（2 月 2 日）に、評価結果について協議を行う。 
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2011 年 1 月 25 日 15:00 – 17:10 

カウンターパート： 

STC – Mr. Nazarali Norboev（Improving Methodology of Taxation Department） 

Tax Academy – Mr. Bozor Tuhliev（Deputy Rector） 

調査団： 

JICA – Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

プロジェクト全般の成果について確認を行った。 

主な確認事項： 

１．妥当性：市場経済化とこれに伴う税務行政改善の必要性を認識している 

 2010 年 GDP 伸び率は 8.5％、納税者の増加数は法人 2 万 5,000/年、個人 20 万/年 

 民間投資：10 年前は農業セクター32％、工業セクター14％→2010 年は農業セクター

17.2％、工業セクター24％ 

 これに対し、税務職員数は 1 万 2,000 人、税務行政サービスがいき届かないことが課

題 

 一連のプロジェクト活動を通し、諸外国（特に日本）では税務行政面でどのように対

応しているか知ることができた。 

２．上位目標：「納税者サービス増」については納税者が増加している 

 小企業増加政策（簡易課税、優遇措置）は小企業を優遇/2011 年は「小企業・民間ビ

ジネスの年」と設定 

 小企業の GDP に占める割合：2000 年 31％、2010 年 52～55％ 

 毎年、特定セクターに対する優遇措置が税法にて反映・改正される。 

 改正については説明イベントを実施している。納税者の説明要求に応えるためには IT

を活用する必要を感じている（インターアクティブ・サービス）。 

３．上位目標：「税務調査の効率化」についてはリスク分析によりめざす 

 現在、法人納税者 50 万、個人納税者 450 万 

 日本の国税庁の中央データベース（KSK：国税総合管理システム）を参考に効率化を

図り対応したい。 
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４．税理士制度の拡充を重視している 

 税理士の増加は納税者増加に対応するために重要だが、なかなか増加しない（現在

50 人）。 

 税理士セミナー以降取り組みを加速、2011 年 1 月に財務省と共同で 2006 年税理士法

の改正作業中（教育、資格等）。 

５．プロジェクトの主な達成事項 

 カウンターパートの能力が向上した。 

 教材作成、学習計画への反映（教材はもう少し中身を充実する余地あるが、改訂能力

は身に着いた） 

 「納税者サービス」の導入（概念について理解を深めた） 

６．納税者サービスについて 

 納税者セミナーをタシケントで 1 週間開催（800 人収容のウズベキスタン・エキスポ

センターにて） 

 STC 以外にも財務省、経済産業省、商工会議所他の関係機関・省庁から参加 

 納税者セミナーでは、これまでの内容に加え、冊子、ブックレットの配布、質疑応答

（オープンセミナー）、ショートメッセージサービス（SMS）での納税通知、等を追

加、順次発展を図っている。 

７．今後の協力に係る JICA への期待 

 今回対象以外の重要な分野における教材改善 

 諸外国の取り組みを学ぶ〔日本の電子申告、国際課税制度・実施面（移転価格税制な

ど）、日本の国税と地方税の徴税方式、等〕 
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2011 年 1 月 26 日 10:00 – 10:40 

国際金融公社（International Finance Corporation：IFC）： 

– Mr. Arif Nasibov（Project Officer） 

調査団： 

JICA – Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

ウズベキスタン税務行政における IFC の取り組みについて確認を行った。 

主な確認事項： 

１．IFC レポート「Tax Compliance and Reporting Costs for Business in Uzbekistan

（2010）」の説明 

 ウズベキスタンでは納税者の費用負担が大きい（税務関連書類作成の会計事務所への

支払いなど）。 

 税務関連書類には、計算書類、申告書のほか、Statistical Report があり、この作成

に時間を要する（特に小企業にとって負担となっている）。 

２．IFC の税務行政に係る活動 

 税制面に関する取り組みが中心 
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2011 年 1 月 26 日 11:30 – 12:10 

国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP） 

– Mr. Sherzod Akbarov（Head of Economic Governance Unit） 

– Mr. Zarif Jumaev（Programme Coordinator, Economic Governance Unit） 

– Mr. オルム ボイガエフ 

調査団： 

JICA – Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

ウズベキスタン税務行政における UNDP の取り組みについて確認を行った。 

主な確認事項： 

１． ウズベキスタン税務に関する UNDP プロジェクトの主な成果・方針 

 税法改正支援（2008 年） 

 税務行政改善（2005 年）– 特に徴収分野と STC の能力向上を目的とした。 

 以上を、財務省の予算制度改革（特に予算計画プロセス）プロジェクトにつなげるこ

とを検討中だが予算が不足しており実施が困難、見直しを迫られている。 

２．今後の STC とのプロジェクトについて 

 多くがハード面の支援であり、統合データベース等のインフラを含む/適切な税収予測、

リスク分析の改善等が目的 

 その他、STC の職能別再編成、タックス・アカデミーを通した STC 職員の技能向上 
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2011 年 1 月 26 日 14:00 – 15:15 

Tax Academy – Mr. Anvar Juraev（Lecturer） 

調査団： 

JICA – Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

「納税者サービス」分野に関するタックス・アカデミーの成果を中心に確認を行った。 

主な確認事項： 

１．教材作成等の能力が向上したか 

 「納税者サービス」は新しい概念であり、協力継続が望まれる。 

 「人材育成」「税務調査」「徴収」は既存の分野であり、十分能力が身に着いた。 

２．カリキュラム改訂の見込み 

 「納税者サービス」について、来年度から独立した科目・教材にできる。 

３．税務教育の改善されたポイント 

 理論的な教育は従来からあったが実務的内容がこれまで不足していた。プロジェクト

で外国の制度を知ることができた。 

４．税務行政改善のために更に必要なこと 

 ウズベキスタンの納税者は小企業が大部分、税負担の最適化による課税システムの改

善が必要。 

５．日本の専門家のプロジェクト実施について 

 専門性はすべての分野において最適であった。 

 プロジェクトマネジメントにも問題なく、短期専門家による実施であったが不在期間

中に課題を与えられ効率的であった。 

 本邦研修は全体的に良く、特に税務署の見学が参考になった。/講義より視察が多い方

が良い。 

６．カウンターパートについて 

 プロジェクトと本業（教員）との両立において、時間の確保が難しい場面があった。 

 オーナーシップは十分/特に実験授業で多くのコメントを出し反映された。 

 本邦研修は全体的に良かった。 
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７．今後の協力に係る JICA への期待 

 納税者サービス分野の協力継続 

 中小企業課税メカニズムについて知りたい。 
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2011 年 1 月 26 日 15:20 – 16:05 

STC – Mr. Sodiq Boymurodov（Chief Inspector of Taxation Methodology） 

調査団： 

JICA – Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

「納税者サービス」分野に関する STC の成果を中心に確認を行った。 

主な確認事項： 

１．プロジェクトを通した「納税者サービス」の主な成果 

 対納税者業務はこれまでも STC の業務・機能としてあったが、これとは大きく異な

る。 

 当初、納税者サービスとは何か？からスタート、3 年間で多くのことを学び、ウズベ

キスタンで適用できるものを導入し始めている（以下、具体例）。 

２．納税者セミナー 

 過去にも行っていたが、納税者の意見を把握することは考えなかった。 

 これまで 14 カ所で実施、計 3,700 人の参加。 

 現在、税制改正に関する質疑応答では、具体的な税制の適用について質問に答えてい

る。 

 セミナーではアンケート調査を行い、肯定的な結果が得られている（参加者の税制改

正についての理解度 80％以上等）。 

３．税を知る週間 

 今年から、（1 月 25 日の税務申告期限前の）1 月 10 日～1 月 15 日を、「税を知る週間」

と定めた。 

４．税務相談窓口 

 相談内容に応じて、課長・部長といったベテランが対応している。 

 上記職員は毎年 2 週間、タックス・アカデミーで研修を受け、知識の向上に努めてい

る。 

 今後、相談への対応人員を増やす方向で検討している。 
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５．納税教育 

 2009 年から、小学校 4 年生～9 年生に納税者教育を行っている。/日本の冊子等を参

考にしている。 

６．予定：インターネットを活用した納税者対応 

 インターネットを活用し、納税者への対応をインターアクティブに行うことを検討中。 
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2011 年 1 月 27 日 11:00 – 12:15 

UNDP – Ms. Dildora Tadjbaeva（Project Manager） 

調査団： 

JICA – Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

JICA 税務行政改善プロジェクトの成果を中心に確認を行った。 

主な確認事項： 

１．UNDP の税務行政改善プロジェクトについて 

 2005 年開始、タックス・アカデミーのカリキュラムを調査し、提言を行った。 

 STC に対し、税務調査手続きの改善、IT 利用の促進を行った。 

２．JICA プロジェクトについて把握していること 

 2006 年から、上記プロジェクトの経験を岩下氏と共有 

 各種資料（コンサルタントのレポート、アカデミー関連資料）の共有 

 それぞれ実施するセミナーに招待 

 特に税理士セミナーは良い結果（大統領令 1438 に反映など）を残したと思われる。 

 2009 年 12 月に UNDP のプロジェクトが終わり、以降 JICA プロジェクトについて

は把握していない。 

３．UNDP の今後のプロジェクト予定 

 プロジェクト案の主なコンポーネントは、 

・STC データベースの統合 

・STC の機能別再編 – IT 化に伴う STC 機能の絞り込み・職員再編成など 

・STC 職員のトレーニング、能力向上 

 プロジェクトの予算が確保されず、実施できない状況 

４．STC の税務関連ソフトについて 

 現在、以下のソフトを導入済み。STC のウェブサイトから無料で使える： 

・法人税の税務報告書のデータ提出 

・税金・未納金の確認 

・税務調査の通知 
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 一方、地方ではインターネット環境が悪く使えない、電子署名をするためには都市へ

出向く必要があるなど、依然インフラ整備が必要。 
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2011 年 1 月 27 日 15:00 – 15:50 

Tax Academy – Mr. Ilhom Norkuziev（Lecturer） 

調査団： 

JICA – Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

「徴収」分野に関するタックス・アカデミーの成果を中心に確認を行った。 

主な確認事項： 

１．「徴収」の教材作成について 

 教材はなかったので、プロジェクトで作成した（「滞納税金及びその徴収」「滞納税金

額の削減」）。 

 教材は、タックス・アカデミーでは学部生（3・4 年生）、再教育学部で、タックス・

カレッジでは選択科目に科目を新設し、使われている。 

 より実務志向の教材が作られた。例えば、督促状の作成方法、裁判所への訴状の作成

方法、滞納金管理ソフトの詳細及び活用方法、など。 

 教材作成は、カウンターパート自身が執筆を行った： 

・Norkuziev 氏 – 3 テーマを担当 

・Rozikov 氏 – 3 テーマを担当 

・Tangirukulov 氏 – 1 テーマ＋全体の構成 

・本間専門家 – 日本の事例＋資料提供 

 作成した教材を実験授業で用い、提言を集め、教材改訂を行った。その際、新たに「滞

納税金管理ソフト」に関する内容を追加した。 
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2011 年 1 月 27 日 15:55 – 16:25 

Tax College – Mr. Ziyod Kurbanov（Director） 

調査団： 

JICA – Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

「人材育成」分野に関するタックス・カレッジの成果を中心に確認を行った。 

主な確認事項： 

１．プロジェクトを通した「人材育成」の主な成果 

 タックス・アカデミー、タックス・カレッジの教育プログラムを改善した。 

 本邦研修には2人の職員が参加。ウズベキスタンの税務職員研修制度との比較を行い、

日本の制度を参考に外国の税務制度を教えることができるようになった。 

２．プロジェクト成果の持続性について 

 カウンターパートはプロジェクトを通して教育改善のための能力を身に着けた。 

 定期的に開催される教育委員会にて、プロジェクトの成果が報告・共有されている。 

 カウンターパートの教員のなかには、プロジェクトで得られた知見を基に博士論文を

執筆するなど、情報の共有に努めている（滞納税金に関する論文など）。 

 教材作成のための予算及び執筆時間は、十分に確保する方針（予算は申請し、教員の

執筆時間は午後の授業後に割り当てる）。 

 教員の能力維持・向上の動機づけとなるよう、学長基金を設け、顕著な学術的貢献に

は学長賞を付与している。 

３．上位目標に向けた取り組みについて 

 タックス・アカデミー、タックス・カレッジの人材育成と専門科目の改善を、税務行

政実務の改善につなげるよう努力している。 

４．今後の協力に係る JICA への期待 

 教材、カリキュラムの更なる改善への協力 

 優秀な学生の本邦研修への参加 
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2011 年 1 月 28 日 14:00 – 15:00 

STC – Mr. Aziz Tagaev（Deputy Head of Shayhontohur District Tax Office, Tashkent City） 

調査団： 

JICA – Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

「税務調査」分野に関する STC の成果を中心に確認を行った。 

主な確認事項： 

１．教材作成等の能力は向上したか 

 当人はプロジェクト実施当時税務調査部署の副部長であり、専門家の橋本氏と話し合

い、活動や教材内容等の方向性を決めた。 

 専門家との話し合いでは、ウズベキスタンの税務調査制度では、税務調査などの計画

は、調整会議（コーディネーションボード）にて決議されることを説明し、関連する

あらゆる文献を一緒に調べた。 

 上記の結果、これまでなかった実務的内容の教材を作成することとした。 

２．プロジェクトの成果 

 新任の税務職員が税務調査官として業務を行えるようになるには 3～4 年かかるが、

タックス・アカデミー、タックス・カレッジの学生が授業を通してより実務的な内容

を学ぶことができるので、これらの知識をすぐに実践できることが期待できる。 

 業務改善セミナーにおける提言の実施により、①税務調査官が、調整会議の決議を経

ずにバザールの税務調査を行い、調整会議には結果報告をすることができるようにな

った、②分析手法を用いた書面による税務調査を導入し、同業者間に申告実績の比較

による調査対象者選定ができるようになった（なお、こうした分析手法は、今後 STC

のデータベース統合などの IT インフラ改善による更なる活用をめざしている）。 

 調整会議による税務調査の決議について：調整会議の決議を経ない税務調査は、企業

家の権利保護の観点から、現時点ではバザール以外は認められていない。一方、こう

した状況では機動性に欠けることから、あまりに悪質なケースへの対応などに問題が

あることを認識している。今後は、バザールでの実績を積み重ね、その有効性を調整

会議への説明を通して、調整会議の決議を経ない税務調査を他の分野（国際取引に伴

う外貨の流れ等）においても順次増やしていくよう考えている。 
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３．現在の税務行政における問題点 

 企業が作成・提出する計算書類は、電子データと紙のものが併存しているが、電子デ

ータによる提出を推進し、税務行政の効率化を図るべき。 
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2011 年 2 月 1 日 10:00 – 11:10 

Ministry of Finance： 

– Mr. Mirzaev Mubin Muhiddinovich（Deputy Minister） 

– Ms. Minibaeva Tatyana Mihaylovna（税務コンサルティング課長） 

調査団： 

JICA – 阿部課長、辻主任調査役、二瓶調査役、Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

表敬訪問 / 税理士制度について確認を行った。 

主な確認事項： 

１．税理士制度について 

 現在、財務省より資格付与している税理士は 50 人、39 事務所 

 市場経済が発展し納税者が増加していることに対応するために、今後は最低でも 500

～600 人、100～150 事務所に増やす必要がある。 

 今後、国内全域（大都市以外に地方にも）での税理士の育成の必要がある（税理士の

育成センターを設立/地方における納税者の相談に対応）。 

 現行の税務コンサルティング法では、個人でコンサル業務ができないため、改正する

必要があると認識、承認済みのプログラムのなかで改正をめざしている（柔軟な法令

の方がよい）。 

 今後も税理士制度の更なる発展への協力を JICA に期待したい（税務コンサルティン

グの能力向上支援を要請済み）。 

２．税理士セミナーについて 

 税理士セミナーには多くが参加。以降、納税者、税務当局との間に位置するスペシャ

リストとしての税理士制度発展の気運が高まった。 

 セミナー開催（2009 年）当時、税理士は 43 人、18 社（うち 2 社は稼働せず） 

３．納税者数について 

 現在、法人 44 万社、個人 500 万人（20 万人ほどの個人事業者を含む）。法人は 20

万社以上が 100 人以下の小企業（分野ごとに人数の定義は異なる）。 

 小企業のうち 8 万社が、売上に対する税率が決まっている統一税の対象（税率は分野

によって異なる）。 
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2011 年 2 月 2 日 11:00 – 12:45 

カウンターパート： 

STC – Mr. Erkin Gadoev（Deputy Chairman / Director, Tax Academy） 

– Mr. Nazarali Norboev（Improving Methodology of Taxation Department） 

– Mr. Khotambek Shakirov（Head of Department of Information Technology） 

– Ms. Rano Alishaeva（Head of International Tax Relations and Cooperation Dept.） 

Tax Academy – Mr. Bozor Tuhliev（Deputy Rector） 

調査団： 

JICA – 阿部課長、辻主任調査役、二瓶調査役、Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

終了時評価結果について説明・協議を行った。 

主な協議内容： 

１．Gadoev 氏より、改めてプロジェクト成果の総括（1 月 25 日事前協議と同内容） 

２．終了時評価結果について説明、STC 側のコメント 

 カリキュラム改訂はなされなかったが、現行カリキュラムのシラバスを改訂し、作成

された教材を副教材として使う方法を選択、効率的に活用している。 

 カウンターパートに変更があったが、今後は現在の主要メンバーが軸となってプロジ

ェクト効果の持続に影響がないよう努めた。 

３．終了時評価結果の検討、協議議事録の署名についてスケジュール確認 

 議事録の署名は 2 月 3 日 15:00 にタックス・アカデミーにて行う。 

 評価結果に対するコメントは、本日中に Norboev 氏より伝えられる。 
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2011 年 2 月 2 日 16:00 – 17:00 

Ministry of Higher Secondary, Specialized Education（高等中等専門教育省） 

The Center for Secondary Specialized Vocational Education,  

Investment and International Cooperation Department： 

– Mr. Abdullaev Askar KH.（Chairman of the Department） 

– Ms. ガリーナ ヒョードロフ（主任専門官） 

カウンターパート： 

Tax Academy – Mr. Bozor Tuhliev（Deputy Rector） 

調査団： 

JICA – 阿部課長、辻主任調査役、二瓶調査役、Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

表敬訪問 / 教材、カリキュラム改訂制度について確認を行った。 

主な確認事項： 

１．教材、カリキュラム改訂制度について 

 教材・カリキュラムの改訂は、手続き・手順が決まっている。 

① 改訂の素案が教育機関から提出される。 

② 教育省の人材育成スタンダードの承認を得る。 

③ ウズベク標準化委員会の認定を受ける。 

④ 法的効力を得る。 

 改訂手続きでは、一定のクライテリア、スタンダードに準拠し、教育の一貫性、テー

マの重複回避・継承性、対象年齢などが検討され、専門家による鑑定が行われる。 

 

（タックス・アカデミーからの追加説明） 

 上記の公式な手続きとは別に、各教育機関の裁量の範囲内で決定できるカリキュラムや

シラバス、教材等の仕組みも存在（彼らの説明では、関係機関の承認を経る「official」に

対し、「working」という表現で説明。その場合、公式な認定を受けていなくても、シラバ

ス等を修正し、副教材として使用が可能とされている。本プロジェクトで作成された教材

は、当該方法により活用されている）。 
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2011 年 2 月 3 日 15:00 – 16:00 

カウンターパート： 

STC – Mr. Erkin Gadoev（Deputy Chairman / Director, Tax Academy） 

– Mr. Nazarali Norboev（Improving Methodology of Taxation Department） 

Tax Academy – Mr. Bozor Tuhliev（Deputy Rector） 

調査団： 

JICA – 阿部課長、辻主任調査役、二瓶調査役、Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

終了時評価報告に関する協議議事録への署名 / 税務行政についての質問を行った。 

主な確認事項： 

１．協議議事録への署名 

 STC より JICA に対し、協力の継続への要請に関する文言が追加され、両者署名を行

った。 

２．税務行政についての質問 

 税務職員はカレッジ卒業後、基本的に出身地の税務署へ配属される。地方への配属を

理由とした退職は少ない。 

 バザールの（個人事業者などの）納税者は、簡易記帳・定額納税 

 税務調査は調整委員会の決定事項。STC は税務調査において、強制調査の権限はない。

納税債務の強制取り立ては裁判所が行う。 
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2011 年 2 月 4 日 9:30 – 10:00 

カウンターパート： 

STC – Mr. Erkin Gadoev（Deputy Chairman / Director, Tax Academy） 

– Mr. Nazarali Norboev（Improving Methodology of Taxation Department） 

Tax Academy – Mr. Bozor Tuhliev（Deputy Rector） 

– Mr. Anvar Juraev（Lecturer） 

調査団： 

JICA – 江尻所長、阿部課長、辻主任調査役、二瓶調査役、Sharipof Project Officer 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

カウンターパート側から今後の JICA 協力への要請がなされた。 

要請内容： 

１．Gadoev 氏より、小企業育成のための以下の協力要請 

 税制措置（ファミリービジネス法等の法案作成、納税者サービスの向上） 

 税理士制度の推進（小企業のパートナーとしての税理士の増加） 

 納税者情報処理センターの設置 

２．江尻所長より回答 

 継続要請があることを認識する/税務行政分野は市場経済化支援として重要 

 一方、協力予算の確保が難しいなか、新規プロジェクトの実施はハードルが高い/プロ

ジェクトの内容を十分検討することが重要、相互の努力必要 

３．Gadoev 氏より、回答 

 要請書を作成する。 

 小企業・民間ビジネスの発展のため制度を簡素化し、納税者サービスを向上する必要

がある。 

 またこのために、税務職員の更なる能力向上・育成が必要/JICA の協力に期待 
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2011 年 2 月 4 日 15:00 – 15:30 

在ウズベキスタン日本大使館 – 茶山参事官 

– 木下三等書記官 

調査団： 

JICA – 阿部課長、辻主任調査役、二瓶調査役 

評価者 – 高木秀行（EYAS） 

通訳 – 小島敬子（JICE） 

 

終了時評価結果の報告が行われた。 

主な報告事項： 

１．木下三等書記官より後続案件・プロジェクト内容について質問 / 阿部課長の回答 

 後続案件について：STC で要請が検討されている。財務省副大臣も希望している（税

務コンサルティングの能力向上支援）。/一方、新規プロジェクト予算のハードルは高

い。 

 汚職対策が本プロジェクトに含まれているか：汚職対策自体は含まれていないが、税

務行政の透明性・効率性改善を通して効果が期待される。 

２．茶山参事官より、税務調査・徴収に関する質問 / 阿部課長の回答 

 税務調査・徴収の強化について：企業活動の阻害は特にないと思われる。大統領によ

る 1 月の税務署長解任については把握していない。 

３．茶山参事官より、プロジェクト目標である「教員の能力向上」に関する質問 / 阿部課

長の回答 

 教材作成を主体的に行い、実験授業を経て改訂作業を行うなかで能力を身に着けた。

評価・再改訂まではプロジェクトのなかで行えなかった。 

 専門家の感想も、カウンターパートは意欲的にプロジェクトに取り組み、業務に取り

組んだことが報告されている。 

 一方、国の閉鎖性からか情報が少なく、事前に客観的指標の設定ができないことがプ

ロジェクトを形成するうえで困難であった。 

４．二瓶調査役より、2 月 17 日開催のプロジェクト終了時セミナーの連絡 

 



教材配布状況 
 

1.  «Tax Control (or Management)（税務管理）» 
 
＃ 配布先 冊数 
1 Tax Academy 100 
2 Tashkent Tax College 100 
3 Bukhara Tax College  75 
4 Fergana Tax College 75 
5 STC 20 
6 Banking and Financial Academy 10 
7 Tashkent State University of Economics 25 
8 Tashkent Financial Institute 25 
 Total 430 
 
 

2.  «Tax Debts(?) and its recovery(滞納税金とその回収)» 
 
＃ 配布先 冊数 
1 Tax Academy 100 
2 Banking and Financial Academy 25 
3 Tashkent Financial Institute 75 
4 Tashkent State University of Economics 75 
5 Academy of State and Social Construction under the 

President of RUz（ウ共和国大統領附属 国家・社会

建設アカデミー） 

20 

6 Karshi Engineering - Economic Institute（カルシ工科・

経済大学） 
25 

7 Namangan Engineering - Economic Institute（ナマンガ

ン工科・経済大学） 
25 

8 Andijan Engineering - Economic Institute（アンディジ

ャン工科・経済大学） 
25 

9 Samarkand Institute of Economy and Service 25 
10 Andijan State University 20 
11 Bukhara State University 20 
12 Fergana State University 20 
13 Gulistan State University 20 
14 University of World Economy and Diplomacy 20 
15 Namangan State University 20 
16 National University of Uzbekistan 20 
17 Karshi State University 20 
18 Karakalpak State University 20 
19 Samarkand State University 20 
20 Termez State University 20 
21 Urgench State University 20 
22 STC 20 
23 Tax Bureau（国税局） in Republic of Karakalpakstan, 

Tashkent City and other provinces（州） 
140 

24 The Central Library and the authors 100 
 Total 895 



3. «（対納税者業務）» 
 
＃ 配布先 冊数 
1 STC 20 
2 Academy of State and Social Construction under the 

President of RUz 
25 

3 Tax Academy 100 
4 Banking and Financial Academy 25 
5 Tashkent State University of Economics 25 
6 Tashkent Financial Institute 25 
7 Tashkent Tax College 100 
8 Bukhara Tax College 75 
9 Fergana Tax College 75 
10 Tax Bureau in Republic of Karakalpakstan, Tashkent City 

and other provinces 
140 

11 The Central Library and the authors 70 
 Total 680 
 
 

4. «Reduction of Tax Debts(滞納税金の削減)» (For Colleges) 
 
＃ 配布先 冊数 
1 Tashkent Tax College 150 
2 Bukhara Tax College 150 
3 Fergana Tax College 150 
4 Authors 50 
 Total 500 
 
 

5.  «The Methods of Tax Inspection(税務調査手法)» 
 
＃ 配布先 冊数 
1 STC 20 
2 Tax Academy 50 
3 Banking and Financial Academy 20 
4 Tashkent State University of Economics 50 
5 Tashkent Financial Institute 50 
6 Tashkent Tax College 60 
7 Bukhara Tax College 60 
8 Fergana Tax College 60 
9 Tax Bureau in Republic of Karakalpakstan, Tashkent City 

and other provinces 
70 

10 The Central Library and the authors 60 
 Total 500 
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JCC 配布資料① （税務調査） 

 

Ⅰ 作業の目標 

 １ 税務調査関係教材の作成 

 ２ 税務調査業務改善に関する提言 

 

Ⅱ 現状把握と問題点 

 １ 税務調査関係教材について 

   タックス・アカデミー、タックス・カレッジにおける税務調査に関する教材は、整

備されたものが無く、担当教授が講義資料として個人的に作成したものを使用してい

る状況にあり、調査業務に関する理論や法令のほか、事務手続き及び技術的なものを

含めた体系的な教材を作成する必要があると判断された。 

 

 ２ 税務調査業務について 

  （１）調査対象者について   

     ウズベキスタンにおいては、各行政機関が実施する検査や監督等は「経済主体

の活動の国家監督について」の法令に基づき行われる。 

     そして、各行政機関が実施する検査等の対象者は、同法令により設置されてい

る「監督機関の活動を調整する委員会」（以下「調整委員会」という。）が承認し

たものに限定され、毎年、各行政機関から提出されるリストを基に調査委員会が

選定している。 

     したがって、調査対象者の選定に関する最終的な決定権限は、ＳＴＣにない。 

 

  （２）資料情報の収集と活用について 

     現在収集されている情報は、①銀行からの自国通貨による口座開設情報、②他

省庁で把握した不正行為に関する情報、③個別案件の必要に応じ要請する情報等

が主なものである。 

     なお、現時点では組織的な情報収集体制は敷かれていないほか、職員が見聞し

た課税や徴収業務に有効と思われる情報であっても、その情報を活用できる状況

にない。 

     その主な理由は、収集してもその場で当事者が署名しなければ、証拠とはなら

ないという社会的習慣･風土があり、これが資料情報に関する最大の課題である。 

Ⅲ 業務の実施状況 

 １ 税務調査関係教材の作成 

（１） 作成要領 

   税務調査に関する体系的な教材を作成することとし、ウズベキスタン側と共同
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で取り組み次のとおり３分冊として作成した。 

① 第１編「税務調査基礎編」 

  税務調査に関する法体系、業務規則を解説し、併せて日本の法令関係について

も紹介した。 

② 第２編「税務調査技術編」 

  税務調査に関する具体的な事務手続き及び調査方法を解説し、併せて日本にお

ける取扱についても紹介した。 

③ 第３編「税務調査応用編」 

  税務調査の技法･能力の向上には、他の調査担当者が行った調査事例や訴訟事例

等に数多く接することが重要であることから、第３編においては、調査業務上参

考になると思われる調査事例、訴訟事例及び質疑応答等を収録した。 

  なお、この第３編は、今後もウズベキスタン側において追録していくこととし

た。 

 

（２） 作成教材の活用 

   作成した教材は、タックスアカデミー、タックス・カレッジのカリキュラム「税

務コントロール」及び「租税と課税」において活用されている。 

   なお、作成教材は図書館に収蔵されていることから、授業以外においても多く

の教授･学生が独自に活用している。 

 

２ 税務調査業務の改善に関する提言 

 前記Ⅱの２記載の現状を踏まえ、調査業務の改善策として下記事項についてウズ

ベキスタン側と協議した。 

（１） 調査対象者の選定 

   ウズベキスタンの税法は、調査頻度についての規定を設けているため、調査

対象者の選定は、その規定に従って行う必要があるが、納税者の増加により、

法定の調査頻度を維持することは困難な状況になっている。 

   また、ＳＴＣは調査対象者決定の最終的権限はないが、調整委員会に提出す

るリスト作成までは、自己の判断によることが可能であるため、調査の必要性・

緊急性を考慮した調査対象者の選定方法について協議した。 

 

（２） 資料情報の活用 

   調査対象者の選定及び実際の調査業務において最も有効なものは、納税者の

具体的な取引に関する情報であることを説明し、日本における資料情報の収集

及び活用策も紹介して、資料情報の収集･活用策について提言した。 



 

 

－106－

（３） 調整委員会との関係 

   調整委員会との関係において最も問題になることは、不正行為の情報があっ

ても、ＳＴＣの判断で直ちに調査することができないことにある。 

   しかし、調整委員会との関係は他省庁との関係もあり、ＳＴＣだけ特別扱い

とすることは困難であることから、緊急な調査が必要な場合や現金商売などの

特別な場合に限って、ＳＴＣ独自の判断による調査態様（種類）の創設につい

て協議した。 

 

（４） ウズベキスタン側の取組状況 

前記の協議及び提言についてのウズベキスタン側の取組状況は以下のとお

りである。 

① バザール地域内納税者の単独管理 

  バザール内は現金取引で、かつ、輸入商品が多く適正な課税に苦慮してい

たため、ＳＴＣは関係機関と協議を重ねた結果、２０１０年１月８日大統領

令１２５７号が発せられ、バザール内納税者については、ＳＴＣが単独で管

理することが可能となり、調査も自己の判断で可能となった。   

② 調査対象者選定における同業者比較の強化 

  調査対象者の選定に際しては、同業者の申告事績との比較検討を積極的に

実施することとなった。 

③ 銀行からの外貨取引情報の活用 

  従来から受けていた自国通貨による銀行取引の情報に加え、今後は、外貨

取引の情報提供も得られる体制を構築し、輸出入、違法取引の監視と課税の

徹底を図ることとした。 

 

Ⅳ 調査業務に関する今後の方向性 

  ウズベキスタンにあっては、国家税法典において調査頻度について規定しているが、

近年納税者が急増しているため、その頻度を維持することが困難な状況になっている。 

  今後、ますます経済が発展し、納税者の更なる増加が予想され、調査件数に制約があ

るなかで、将来的に調査業務をより実効あるものとするためには、どのような調査方針･

体制とすべきかが大きな課題となり、特に、調査対象者をどのように選定するかが問題

となる。 

  そのため、将来的には、調査を重点的に実施する階層（収入･所得）、業種、地域等の

基本方針を定め、それに沿った対象者の選定方法を検討する必要がある。 
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JCC 配布資料② （強制徴収） 

 

徴収事務における目標は、「期限内収納額の向上」と「滞納整理額（徴収額）の向上」にあ

る。これらに関係する日本における具体的な施策の一部を参考までに紹介しているのが、

別添資料「日本の滞納整理事務等に関する紹介」である。 

特に検討して欲しい事項を以下に説明をしたい。 

 

Ⅰ「期限内収納額の向上」について 

  ウズベキスタンにおいては、滞納の未然防止のため、税金情報誌等を活用して周知を

図っている。また、税務署への報告書には、必ず納期限を記載することが義務付けら

れているので、納税者は納期限については、十分に承知していることになっている。 

  納税資力のある企業を除いて、中小企業及び自然人を対象として、滞納の未然防止の

ために、次のような施策を紹介したい。 

 

 １ 振替納税制度 

（１） 内容 

① 納税者は、預金口座のある銀行に対して、預金の払い出しとその払い出した金

銭による税金の納付を委託する。また、税務署に対して預金口座振替による納

付に必要な納付書を該当の銀行に送付することを依頼する。 

② この依頼を受けた税務署長は、その納税者に納付税額が生じた都度納付書を作

成して、その銀行へ送付する。 

③ その納付書の送付を受けた銀行は、納税者の預金を払い出して納税を行い、領

収証を納税者へ送付する。 

（２） メリット 

納税者は、預金の残高があれば、銀行又は税務署へ出向かなくても自動的に納税

ができる。また、納税者が多忙で納期限を失念しても確実に納税ができる。 

 

 ２ 納税準備預金制度 

（１） 内容 

① 納税準備預金口座を開設した納税者は、個々の事情により預け入れる金額及び

時期は自由である。 

② 預金の利子は他の通常預金利子より高く設定し、この利子は非課税とする。た

だし、その預金を納税以外の目的に利用した場合は、その利子については、所

得税を課税する。 

③ この納税準備預金を納税に充てるときは、納付書など納税に必要な書類を銀行

へ提出し、その納付を委託する。 
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 （２）メリット 

    ① 税金の納期限が到来しても、資金手当をする必要がなく納税ができる。 

② 納税者の納税意識の高揚となる。 

③ 振替納税制度と組み合わせると滞納の未然防止は、完璧となる。 

 ３ 納税証明の義務化 

（１） 内容 

① 納税者の納税額（滞納額の有無も含む）等について、税務署長が納税者の申請

により、書面で証明する。 

② この証明書は、入札へ参加する場合、銀行から融資を受ける場合などに提出す

ることを義務化する。 

 （２）メリット 

    納税者の資力等を表示する有力な資料であり、期限内納付への誘導となる。 

 

Ⅱ「滞納整理額（徴収額）の向上」について 

 ウズベキスタンでは、納期限を経過した滞納税金については、「税金弁済請求書」を納税 

 者に送付することとなっている。この請求書はいつまでに納税者に送付しな 

 ければならないという規定がない。このため税務署では、同請求書を発送す 

 るまでの間、担当者が滞納者に対して納税催告を実施している。これらの事 

 務の効率を図るため、次の施策を紹介したい。 

 １ 集中的な電話催告 

（１） 内容 

① 徴収担当と課税担当も含めて、一定の期間に集中的に電話による納税催告を実

施する。 

② 電話で催告する内容は、マニュアル化をして統一したものとする。 

 （２）メリット 

   ① 特に少額滞納分は、大量反復で納税催告するのが事務効率がよい。 

   ②「税金弁済請求書」を発送するまでに納税をさせて、裁判所へ提訴する準備作業

事務の軽減を図る。 

 ２ 夜間における集中的な電話催告 

   電話による催告で日中不在の者に対し、実施する。 

 

Ⅲ 中長期的観点からの展望 

  税金を納付できる場所は、税務署と銀行の窓口に限られている。このよう 

  な状況を解決して、納税のための利便性を高めることは、行政サービスと 

  して最も重要な事項である。以下に述べることは、電子申告制度の普及拡 

  大した場合の施策の一つであり、また、消費経済が拡充して、全国の津々 
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  浦々まで店舗を設ける企業が育成した場合に実施可能である。 

 １ 電子納税 

 ２ コンビニエンスストアでの納税 

 

Ⅳ 「滞納者と接触した場合の記録の保存」について 

  徴収担当者各自が、滞納者に対して納付催告などを行っているが、その接 

  触した内容の記録を残していないのが現状である。 

 １ 提言の内容 

  （１）記録の主な内容 

     年月日、手段、方法、伝えた内容、応答者の内容、納付計画等 

  （２）記録の活用 

    ① 約束の期限に納付がない場合の説得材料に活用 

    ② 裁判所へ提訴した場合のその他の証拠として活用 

  （３）記録の管理 

     各担当者が内容を記録して管理する。 

 ２ 提言への対応 

   提言を採用することした。具体的には、税務署長会議で実施するように 

   指示を出している。 
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JCC 配布資料③ （人材育成） 

 

1 序説 

（1）本プロジェクトの業務目標とその遂行方法 

 本プロジェクトは、ウズベキスタン共和国における税務職員の人材育成と税務行政にお 

ける業務改善を目標とする。具体的には、①適正公平な課税の実現、②申告納税制度の定 

着及び③税務行政に対する納税者の信頼の確保が図れるような人材育成・業務改善が狙い 

である。そのため、人材育成に関しては、職員の採用制度、教育制度、教育プログラム、 

カリキュラム、人事管理等について現状を把握するとともに問題点及び課題を抽出し、日 

本の制度等を参考として改善案を提示することとした。特に、税務執行上重要な「税務調 

査」「徴収」「納税者サービス」の三つの分野に関し、理論と実務を体系的に整理した教材 

を作成し、これを税務職員に採用される前後の教育において活用を図ることとした。 

（2）ウズベキスタンにおける税務執行機関の概要 

 ウズベキスタンの財政収入を所管する国家機関として、財務省の下に国家税務委員会（Ｓ

ＴＣ）があり、その下部機関として地方税務支局（全国で 14 局）、さらにその下部機関と

して地区税務署（全国で 199 署）がある。ＳＴＣ以下の税務職員の総数は現在 12,230 名で

ある。 

 

2 ウズベキスタンにおける税務職員教育制度の現状 

（1）ウズベキスタン税務職員教育制度の特色 

 ウズベキスタンでは、1998 年及び 2001 年の「国家人材育成プログラムの基本方針」に基

づいて、税務機関の連続した人材育成システムが設定されている。 

先ず、中等教育を目的とした高等学校（義務教育・3年制）に、1学年を延長するととも

に、租税及び課税の税務専門科目のカリキュラムを加えた「タックス・カレッジ」（一般税

務職員養成コース・4年制）が設立されている。 

次に、租税及び課税の税務専門科目のカリキュラムを加えたところの高等教育を目的と

した大学「タックス・アカデミー」（幹部職員養成コース・学士課程 4年制・修士課程 2 年

制）が設立されている。 

 タックス・カレッジ及びタックス・アカデミーともに、高等及び中等特別教育省（以下

「高等・中等教育省」という。）とＳＴＣが共同管轄し、教育プログラム、カリキュラム等

は前者が、教授（教員）、教材その他の設備等の予算は後者の責任とされている。 

（2）ウズベキスタン税務職員教育制度の概要 

1）税務職員として採用される前の教育制度 

Ａ タックス・カレッジ（中等教育・一般職員養成コース・4年制） 

 a  入学資格及び学生数等 

 タックス・カレッジでは、普通教育学校（義務教育）の 9学年の卒業者（小学校 4
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年、中学校 5 年）を受け入れる。試験はなく、普通教育学校卒業証明書に記載され

た成績に基づいて選考され、タックス・カレッジ自体が義務教育のため学費は全額

国が負担する。タックス・カレッジは、タシケント、ブハラ及びフエルガナの 3 市

に設けられており、2010 年 6 月の卒業者は 3校合わせて 824 名、9月の入校者は 851

名で、現在、3校合わせて 4,469 名(1 学年平均 1,117 名)の学生が在籍している。 

  b  カリキュラム 

カリキュラムは、一般高校の教育科目と税務専門科目で構成されるが、全て、高

等・中等教育省が定める基準に基づき、学年別、学期別（2 学期制）、科目別に講義

及び実習等の時間が定められている。但し、一定時間数の範囲でＳＴＣが独自に導

入できる「選択科目」が認められている。 

 なお、専攻科目は「租税及び課税」であり、①簿記会計コースと②会計士及び税

務書類の電子処理対応オペレーターの養成コースの二つに分かれている。 

次に、簿記会計コースの科目ごとの主なカリキュラムと授業時間の割合を示す。 

［一般教育科目］（全体の 44％）⋯・国家言語を使用した文化的スピーチ・国語及び 

文学・ロシア語（ウズベク語）・歴史・人間と社会・数学・情報学・物理学等 

[一般専門科目] （全体の 15％）⋯・経済学の基礎・企業活動及びビジネスの基礎 

・ミクロ経済及びマクロ経済・企業経済・法学の基礎・税法の基礎・労働保護等    

[税務専門科目] （全体の 21％）⋯・税制の基礎・会計学・自然人課税・法人課税 

・統計学・税務分析及び会計・税制における情報技術・パソコンの構造等 

[選択科目] （全体の 7％）⋯・税務調査・金銭登録機及びレジ・自然人課税・税金負

債の徴収・企業及びビジネス基礎・会計管理等：そのほか、 [教育実習]（4%）、[企

業実習]（5％）、[国家試験] （1%）、[カレッジの必修科目]（3％）がある。 

  c 税務署における実習 

    2 年生 10 週間、3年生 10 週間、4年生 34 週間の実習で、個人（自然人）や法人の

税金徴収に関する手続及び法律、規則、大統領令等の知識を習得する。  

 d 教授（教員）と教科書等の教材 

    教授（教員）は、タックス・アカデミー卒業者及び他の国立大学卒業者（税務実 

務経験者を含む。）等であり、必要に応じ他の大学等から臨時講師が招聘される。 

    教科書はロシア及びウズベキスタンで出版されたもので、高等・中等教育省によ

り認可されたものが使用されている。なお、実際の講義は、担当教授（教員）がこ

れらの教科書あるいはその他の参考書を基に作成する「講義ノート」が用いられて

おり、講義ノートは図書室の電子バージョンに収められ、学生は自由に閲覧できる。 

  e 卒業後の進路 

 毎年 75 名前後の者が試験を受けてタックス・アカデミーへ進学する。残りの卒業

生の一部は税務機関に採用されるが、他の一般大学へ進学するか税務機関以外の企

業に就職するかは自由である。また、卒業者 824 名のうち、タックス・アカデミー
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に進学した者は 55 名（6.7％）、税務機関に採用された者は 82 名（10％）その他一

般大学進学、民間企業への就職等の者は 687 名（83.3％）である。 

Ｂ タックス・アカデミー（高等教育・幹部職員養成コース・学士課程・4年制） 

  a 入学資格及び学生数等 

    タックス・アカデミーに入学できるのは、タックス・カレッジの卒業者のみであ

り、試験の合格者が入学できる。本年度 2010 年 6 月の卒業生が 141 名、9月に 55 名

が入学、現在 261 名(1 学年平均 65 名)の学生が在籍している。 

b カリキュラム 

 現在、採用されているカリキュラムは、1年生用が最新のカリキュラム、2～3年生

用が旧カリキュラム、4年生用が旧カリキュラムの前のものである。 

  次に示すものは、新カリキュラムである。 

[人文・社会科学及び経済科目] （全体の 23％）⋯・ウズベキスタンの歴史・法学（ウ

ズベキスタン憲法）・哲学（倫理学、美学、論理学）・文化基本、宗教・文化学・経

済理論・社会学・教育学、心理学・国家独立概念等 （選択科目）・スピーチ文化 

[数学及び自然科学科目] （全体の 16％）⋯・高等数学・相対性理論及び数学統計・数

学的プログラム化・ＩＴ・経済的な地理学と生態学 

  [一般専門科目]（全体の 36％）⋯・マクロ経済及びミクロ経済・マネジメント及びマー

ケテイング入門・会計監査・金融及び管理会計・税務管理・金融及び管理分析・税

務会計、会計監査等 

  [税務専門科目]（全体の 9％）⋯・税務の歴史及び調査・法人課税・自然人課税・税務

マネジメント・税務調査  [追加科目]（全体の 6％）（軍事教育） 

[選択科目]（全体の 10％）⋯・投資起動及び融資・経済学の歴史・経済監査・税関基礎・

統計学・外国における税制・国家予算・税制におけるＩＴ・（選択科目） 

c 税務署等での実習 

2 年生～4年生は、年間 3週間～5週間の税務署での租税及び課税に関する実習並 

びに企業での財務及び経営管理会計学等の実習を受ける。 

d 教授（教員）と教科書等の教材 

     税務専門科目については、国立の経済、金融、法律等の大学卒業者（金融機関

あるいは税務機関等での実務経験者を含む。）が教授（教員）として講義を担当す

る。教科書は、ロシア及びウズベキスタンの法律学者、経済学者等の著書が用い

られている。 

e 卒業後の進路 

    原則、全員が税務職員として採用される。実務経験 2 年を経過すると、試験を

受けて同アカデミーの大学院（修士課程・2 年制）で教育を受けることができる。 

2） 税務職員として採用された後の教育制度 

Ａ 職員の採用形態 
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税務機関に採用される対象者は、上述した①タックス・カレッジ卒業者及び②タック

ス・アカデミー卒業者だけではなく、実際には、定員数の関係で、不足する職員を補充

するため、一般公募等により職員を採用している。 

 例えば、③金融、経済、法学関係の国立大学卒業者（税務専門科目を履修する大学卒

業者）、④その他の一般大学卒業者（税務専門科目を履修しない情報技術等関係の大学卒

業者）、⑤一般カレッジ（高校）の卒業者（地方署等での定員不足を補充する場合等）を

採用する場合である。 

 また、現在の職員の中には、上記により採用された者以外に、⑥タックス・カレッジ

の卒業者の採用が始まる前に採用された一般カレッジの卒業者、⑦2000 年以前の税務専

門科目の履修が行われていなかった時代の大学卒業者もいる。 

Ｂ 採用後の教育制度 

Ａ）タックス・アカデミー再教育学部の「資格向上教育」 

a 受講対象者 

職員は 3年～5年に 1回、全員が、時期別、業務別、一般職員と幹部職員別グループ 

に分かれて選抜され、タックス・アカデミーの再教育学部において、2週間程度の資格向

上研修を受ける。1 グループの人数は 20 名から 35 名位で、5～6 グループが同時期に受

講し、毎年、延べ 4,000 名程度の職員が受講する。 

b コース別 

  資格向上教育は、①地区税務署の職員対象コース、②個人課税及び監督部の部長対象コ 

ース、③短期調査部担当者コース等、一般職員と幹部職員別かつ専門業務別に 20～30 

の多数のコースに分かれて実施される。 

C カリキュラム 

  各コースに共通するカリキュラムとコース特有のカリキュラムに分類できるが、ＳＴ 

Ｃ関係、内務省関係、最高検察庁関係、タックス・アカデミー学科関係等、多岐にわた 

る授業が行われる。税に関する歴史や現行の法令、規則等の習得のほか課税及び徴収 

の手続等に関する実務が講義される。内務省関係では税法違反に対する犯罪責任、最 

高検察庁関係では法令執行上の検察監督に関するテーマ等が取り上げられている。 

d 講師 

 講師は、ＳＴＣの専門業務担当者あるいはタックス・アカデミーの教授等である。 

Ｂ）タックス・アカデミー再教育学部の「再教育」 

a  「再教育」を必要とする職員の歴史的背景 

  現時点での総職員数 12,230 名の中には、タックス・カレッジ及びタックス・アカデ

ミーの卒業生のほか、①タックス・カレッジ及びタックス・アカデミーが設立される前

に採用された者（一般カレッジ卒業者及び一般アカデミー卒業者を含む。）、②一般カレ

ッジの卒業者、③税務専門科目を履修していない一般大学の卒業者が含まれている。こ

のうち、①及び③の大学卒業者については、特に税務職員としての質を高める必要が生
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じたことから、これらの者を対象として、2001 年から 2006 年にかけて、1年間の再教育

が実施された。その後再教育コースは中断されていたが、2008 年 11 月から、再び再教

育コースが実施されるようになった。 

b 受講対象者 

一般職員の内、一般大学卒業者で税務専門科目を履修していない者の中から、本人の

担当業務、希望等を勘案して 30 名前後の職員が選抜される。なお、2010 年度においては

15 名の職員が受講している。 

 c カリキュラム 

  既に、実務を相当年数経験している職員であり、タックス・アカデミーと同様のカリ

キュラムが組まれているが、1年と研修期間が短いため、内容的にはかなり制約されたも

のになっている。即ち、理論を中心とした授業のみで、実習はない。  

Ｃ）タックス・アカデミー大学院の「修士課程」 

a 受講対象者 

タックス・アカデミーの卒業者は、税務職員として採用されてから 2年の実務経験を経

た後、一定の選考基準に合格すれば、タックス・アカデミーの大学院（修士課程 2年）で

教育を受けることができる。毎年 25 名程度の職員が選抜される。 

2010 年 9 月から「国家税及び徴収」と「税務コントロール」の二つの専門教育コース

が開講されており、各コース 12 名の合計 24 名が受講している。 

b カリキュラム 

科目グループごとの主なカリキュラムと授業時間の割合を示せば、下記のとおり。 

[一般総合科目]（全体の 16％）⋯・研究方法・教育マネジメント・教育学と心理学等・

（選択科目：外国語・ＩＴ） 

  [専門科目]（全体の 28％）⋯・課税における事実認定の問題・租税に関する相談・税

務行政・税制におけるマクロ経済の問題（「国家税及び徴収」コース）・租税に関

する責任（「税務コントロール」コース）・税務関係の適正化 

   （選択科目）・税務攻略・税務制度における事実認定の問題・国家税と徴収・財政 

    学・経済財政における企業課税・計量経済学・投資計画と融資・地域税と徴収 

   （研修教育学）・研修教育学的な研修方法及びそれらの分析・教育技術及び教育ス 

キル・社会心理学 

  [研修教育学的な活動]（全体の 42％）⋯・研修活動・研修教育学的な活動・研究論文

作成活動 

そのほか、[専門実務]（全体の 9％）、「国家試験」（全体の 5％）がある。 

c 目的 

 ＳＴＣ組織内の部長以上の幹部職員の養成あるいはタックス・カレッジ及びタックス・

アカデミーの教授の養成等である。 

3 職員に対する人事管理の現状 
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（1）職員の基本情報 

  氏名、生年月日、家族状況、出身地、学歴、業務歴等の基本情報については、ＳＴＣ 

が全国、全職員の情報をデータベースに入力して直接管理している。情報は、情報交換 

ネットワークを通して行われ、毎週金曜日に更新される。 

（2）研修受講歴の一元的管理 

 研修受講者の選定等については、ＳＴＣからの要請に基づき、地区税務署の一般職員 

については、それぞれの地区税務署長が管理し、それを州税務局長に報告する。その報 

告結果は各州の税務局長からＳＴＣに報告する。地区税務署長については、それぞれの 

州税務局長が管理しＳＴＣに報告する。州税務局長については、ＳＴＣが直接管理する。

したがって、全職員の受講歴等が、結果としてＳＴＣのデータベースにすべて蓄積さ 

れることになっている。 

（3）勤務評定 

  全職員について、それぞれのポストに求められる業務内容が決められており、それ 

 がきちんと守られているかどうか、どの程度履行されているかどうか等を評価し、デー 

タベースに入力する。その結果は、情報交換ネットワークにより、地区税務署長→州税 

務局長→ＳＴＣの順序により、一元的管理が行われている。 

但し、評価の対象は業務に関するものに限られており、性格、職務適応性等の人物像 

等に関する評価は行っていない。 

  

4 ウズベキスタンにおける税務職員教育制度の分析と検討 

（1）税務職員に採用される前の教育制度 

一般職員向けの「タックス・カレッジ（中等教育）」とそれに連続した幹部職員向け 

の「タックス・アカデミー（高等教育）」では、税務職員としての幅広い知識、教養と、

専門的知識、技術を 4 年ないし 8 年をかけて学ぶ点では、かなり恵まれた教育制度と認

められる。 

1）タックス・カレッジ卒業者からの採用 

卒業者のうち税務職員に採用される者の割合は、各年とも 10%～17%程度（タックス・ア

カデミー進学者を含めても 17%～30%程度）と税務職員の養成学校としては税務機関への就

職率は低く、純粋な意味での税務職員の養成機関としての性格は希薄である。 

特に、税務署での実習等に相当な時間をかけて実施する点などは、税務職員になること 

を想定した教育の観点からはやや効率性を欠くようにも見える。また、義務教育卒業者を

無試験で職員に採用するような場合には、人材獲得の点から職員としての資質のレベルも

問題になると思われる。 

2）タックス・カレッジ及びタックス・アカデミー卒業者以外からの採用 

職員採用は、タックス・カレッジ卒業者とタックス・アカデミー卒業者からが基本とな

っているが、実際には、高等・中等教育省の国全体の教育行政上の配慮、あるいは他の
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省庁との間の人員配置のバランス等の問題から、税務機関としても他の一般大学卒業者

等からの採用が行われており、また、地方の地区税務署では、就職希望者が少ないため

現地近くの他のカレッジ卒業者を採用するケースもある。 

出身学校別の職員構成は現在、高校卒業者が全体の 30％くらい、大学卒業者が全体の 

70％くらいとされているが、タックス・カレッジ卒業者とタックス・アカデミー卒業者以

外からの採用者が相当数にのぼるとした場合には、一般教育レベル及び税務専門教育レベ

ルとも異なる様々な者が職員として業務を遂行していることになる。 

したがって、採用後の職員教育も、人材育成という観点からは、個々の職員の知識、資 

質、能力等のレベルを正確に把握してきめ細かな教育を施す必要があるといえる。 

（2）税務職員に採用された後の教育制度 

 「タックス・カレッジ」と「タックス・アカデミー」の制度は導入してからまだ 10 年

程度と歴史が浅く、現在の総職員数 12,230 名の内、現在在職している両校の卒業生（タ

ックス・カレッジ約 800 名、タックス・アカデミー約 400 名）の割合は、およそ全体の 10％

程度に過ぎない。 

 したがって、教育制度に関しては、将来的にはともかく現時点では、タックス・カレ

ッジ及びタックス・アカデミーの卒業生のみならず、その他の多数の職員についても「ど

のような教育を施すべきか」を考慮する必要がある。 

 1）資格向上教育 

 研修内容は、毎回、その時期における税法の改正点のほか、特に業務上問題となる項

目を複数取り上げて実施されるものであり、全国の税務署等の業務が統一的かつ適正に

行われるためには必要不可欠な職員研修といえる。 

 但し、2週間程度と研修期間は短く、また毎回の研修内容には、目新しい項目が加えら

れ職員の知識の向上は図られるものの、個々の職員の基本的な能力、例えば、新たな問

題に遭遇した場合の自らの判断力とか応用能力を養う、といった意味合いは少ないよう

に思われる。 

2）再教育 

 再教育の目的は、タックス・カレッジ及びタックス・アカデミーの教育制度が制定さ

れる前に採用された職員、あるいはその後に採用された税務の専門科目を履修していな

い一般大学卒業者等を対象として、これらの職員の専門性を高めるために行われるもの

である。但し、本来、再教育の必要な職員が現在 500 名程いるのに対し、当該研修を受

講できる職員数は 1年に 15 名～30 名程度と人数が限られている点が課題と言えよう。 

3）修士課程 

  高等・中等教育省の承認の有無によって、開講される年と開講されない年があるが、

修士課程の目的の一つに、タックス・カレッジあるいはタックス・アカデミーの教授等

の養成があり、レベルの高い講師の育成に継続性を持たせるため、毎年度継続的な開講

が望まれる。 
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5 教育プログラムに関する改善案 

（1）税務重要 3分野に係る教材の作成 

 本プロジェクトにおいては、「税務調査」「徴収」「納税者サービス」の 3 分野に関し、

理論と実務を体系的に整理すると同時に、日本の現状の紹介あるいは演習問題を加えた

教材を作成することを目標に掲げ、ウズベキスタン側のＣＰと日本の専門家の共同作業

により、以下のような教材を完成させた。 

 先ず、税務調査に関しては、基礎編・初級編の教材名を「税務コントロール（調査）」と

し、技術編・中級編を「税務調査法」とした。基礎編は、税務調査の意義や必要性、法的

根拠、調査手順、日本での調査理論、演習問題等を内容とする。技術編は、準備調査、本

調査（調査計画、調査手続、業種別の調査の特徴等）、各税の調査手法、調査調書の作成、

調査報告書の作成、添付資料等を内容とする。 

 次に、徴収については、教材名を「滞納税金及びその徴収」とし、基礎編・初級編は一

般編・上級編の中から基礎的部分を抜粋し易しく解説した。一般編・上級編は徴収の必要

性・目的・課題、徴収の法的基盤、納付期限、滞納の発生とその予防、強制徴収手続、日

本の徴収手続、滞納税金ソフト、演習問題等を内容とする。 

納税者サービスについては、教材名を「納税者サービス」（一般編・上級編）とし、納

税者サービスの意義、納税者管理、納税者の登録及び統一台帳の管理、納税者が計算納付

した税金の管理、自然人の年間収入の申告、税理士制度、広報活動及び納税者からのアン

ケート調査結果、納税者セミナー、日本の納税者サービスの現状等を内容とする。 

（2）作成した教材とその活用 

1）3教材の活用先 

  作成した教材の主な活用先は、「タックス・カレッジ」、「タックス・アカデミー（学士課 

程・修士課程）」、再教育学部における「資格向上教育」、「再教育」等である。 

2）3教材の活用目標 

完成した教材は、いずれも税務行政の目標である「適正公平な課税の実現」「申告納税制

度の定着」「納税者の税務行政に対する信頼確保」を目標としており、これらの教材を用い

た教育は、職員の税務に関する専門的知識及び技術の向上面からの人材育成に寄与するこ

とが期待される。 

3）副（補助）教材としての活用 

教材に関しては、教科書とする場合には新規のカリキュラムの設定を含めて高等・中

等教育省の承認を必要とし、かつ、承認を得るまでに 1 年以上の時間を要するなどの状

況にかんがみ、既存のカリキュラムあるいはＳＴＣが独自に設定できる「選択科目」の

副（補助）教材として活用を図ることとした。 

（3）教材活用の具体的導入計画 

 タックス・カレッジの教員会あるいはタックス・アカデミーの科学委員会（教授会）

の承認に基づき、授業での具体的活用が計画された。 
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  例えば、税務調査については、基礎編はタックス・カレッジの課税及び徴収学科の 2

学年生を対象に「税務コントロール（調査）」の授業で、技術編はタックス・アカデミー

（学士課程）の 4学年生を対象に「税務調査方法と遂行」の授業で活用する。 

（4）教材活用結果に関する評価 

   教材活用結果については今後、教材作成当初の意図が十分実現されたものになってい

るか否か、今後改善すべき点は何か等について評価、検証する必要がある。 

そこで、本プロジェクトにおいては、講義を担当した教授あるいは受講した学生等に

対するアンケート調査を実施することとした。アンケートの内容は、授業で活用した教

材ごとに担当講師及び受講生本人の双方による①教材内容の受講生の理解度、②教材内

容の実務との関連性、③教材の改善すべき点等に関する意見等である。 

 （5）評価結果に基づく改善の方向性 

今後、ウズベキスタンにおいては、上記アンケート調査の結果等を踏まえ、本プロ

ジェクトで技術移転された教材作成のノウハウを十分に生かすことにより、ウズベキ

スタンの国情に合ったより良い教材としての改訂版を作成することが望まれる。 

 

6 人事管理面から見た人材育成の課題 

  現在の総職員数 12,230 名のうち、大学卒業者が約 70％、高校卒業者が約 30%であり、部

長以上の幹部職員は大学卒業者が、高校卒業者は課長どまりとされている。 

  従って、高校卒業者の税務職員としての資質の問題、能力向上、職務に対する責任感・

モチベーションの高揚等に関する配慮が必要と思われる。 

  そのための方策として、高校卒業者に対しても、現行の「再教育コース」と同様な「特

別コース」を設け、選抜試験により人数を絞り、3 ヶ月から半年程度の税務に関する高等

教育レベルの研修を実施する。その中から管理者向きの優秀な職員を選考し幹部への昇任

の機会を与えるといったことも、職員の資質とモチベーションの向上につながると考えら

れる。 

   徴収については、基礎編はタックス・カレッジの課税及び徴収学科の 2 学年生を対

象に「滞納税金の徴収」の授業で、一般編はタックス・アカデミー（学士課程）の課

税及び徴収学科の 3学年生を対象に「税務統計及び税務予測」の授業で活用する。 

   納税者サービスについては、タックス・カレッジの課税及び徴収学科の 1 学年生及

び 2 学年生を対象に「税制基礎」の授業で、タックス・アカデミー（学士課程）の法

学学科の 4 学年生を対象に「税法基礎」の授業で活用する。そのほか納税者セミナー

や税理士養成コース（一般人を対象・全国 8 ヶ所）での活用が計画されている。今後

は、タックス・アカデミーの修士課程、資格向上教育及び再教育での活用も期待され

る。 
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JCC 配布資料④ （納税者サービス） 

 

Ⅰ｢納税者サービス｣のポイント 

 

１ ウズベキスタンにおける｢納税者サービス｣の特徴 

  ウズベキスタンにおいては、これまで「納税者サービス」という言葉は存在しなかった

が、税務行政の実務では“納税者への税に関する情報提供”という形を中心に、必要な機

能が果たされていた。 

 

２ 税務行政を取り巻く環境 

  どこの国においても、経済規模の拡大、国際化など取引の多様化、税法の複雑化は税務

行政の負担を増す。また、IT の日常生活への浸透や納税者の権利意識など、社会の急激な

変化は、その負担をさらに増大にするおそれがある。 

 

 ３ 「納税者サービス」の重要性 

  民主的で効率的な税務行政の実現のためには、納税に対する国民の理解と協力のもとに、

納税者の主体的な申告や納税が行われる体制（=社会）を築くことが前提である。 

「納税者サービス」は“納税者が主体的に申告や納税を行うことを支援する税務当局の

活動や環境の整備”と考えられるので、その充実はウズベキスタンにとっても喫緊の（急

を要する重要な）課題である。 

 

 

Ⅱ 今後の方向と進め方 

 

１ 基本的な視点 

 既に、一定の水準の「納税者サービス」が行われているので、次のような視点から充実

することが望まれる。 

   

 ①伝統ある施策の充実 

従来から行われている「納税者サービス」の施策について、実施方法や納税者の反応

に留意し、必要に応じた見直しを行い、税務機関にとってより効果的に、納税者とって

より有益になるよう改善して行く。 

 

 ②新しい施策の実施 

       インターネットを利用した情報提供や電子申告など社会環境の変化や納税者のニー

ズに対応した新しい制度の構築やシステムの開発に取り組む努力が必要である。
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 ③納税者の権利の尊重 

「納税者サービス」が目指すのは納税者が主体となった納税義務の履行である。 

このためには、納税者の信頼を得ることができるよう、納税者の権利にも十分配慮さ

れなければならない。納税者の苦情処理や権利救済について、制度や運営に絶えず目

を向けていなければならない。 

 

２ 具体的な取り組み方法 

 

「納税者サービス」は、これまで、言葉として存在しなかったものであるから、理解者は

少ない。職員や納税者の理解を得るためには具体的な形を示すのが近道である。取組み方

法として以下のように考えられる。 

 

  ①可能なことからの実行すること 

「納税者サービス」の範囲は極めて広い。税理士制度のように法令に基づく社会基

盤の整備から、税務署における職員の納税者に対する個々の対応まで含まれるので

ある。プロジェクトでは実行可能なものとして次の事項を提案している。 

・より効果的なセミナー等を目指して 

・税理士制度定着の準備 

・納税者組織の育成 

・「税金週間」の制定について 

・定期刊行誌を通じた情報提供の充実 

・納税者の質問・意見等の把握体制の整備 

・租税教育の普及・定着の努力 

・納税者に便利な組織の実現 

 

 ②日本の経験を活用すること 

        ・日本の経験には役に立つものが少なくない。特に IT 化に対応する対策（電子申告、

ホームページのコンテンツなど）は継続して観察し、導入を検討して行くべきであ

る。 

･租税教育について、日本でも児童・生徒のコンテストが行われている。学童生徒に

対する租税教育には共通するものが多い。両国の児童生徒の作品交換などを行うこ

とができれば素晴らしい。 

 

 ③職員の意識改革を進めること 

納税の主役は納税者であり、納税者が主体的に納税義務を履行するのは当然であ

るが、現実には、税務当局の調査、徴収、指導の仕事が納税義務の履行を支えてい
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る。 

 しかし、税務行政の資源(人員・予算)は無限ではない。限られた資源で増大する

事務量（＝仕事量）に対処するには、納税者の理解と協力が不可欠である。 

また、納税者の理解と協力は民主的な税務行政の本来の姿でもある。 

今後、「納税者サービス」の仕事が「調査」「徴収」とともに税務行政の柱なって

いくことを、職員は理解しなければならない。 

 

以上 

 



 

 

５．教材活用に係るアンケート調査結果 
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教材活用にかかるアンケート調査結果 

 

税務行政改善プロジェクト 

 

１ アンケート調査の実施状況 

  2010 年 9 月から 12 月までの間に、税務 3 分野の教材を活用して授業を行ったタック

ス・カレッジ及びタックス・アカデミーの担当講師を対象として、教材に関するアンケ

ート調査を実施した。 

  アンケートの内容は、①活用した教材名、②対象とした学年（学期）、③カリキュラム、

④授業の延時間数、⑤教材の活用範囲、⑥講義内容の要点、⑦教材に対する講師の意見、

⑧講師から見た学生の理解度、⑨受講した学生からの意見感想、⑩今後の教材改訂に関

する講師の要望意見等である。 

  回答した講師は、タックス・カレッジが７名（実人員 5名）、タックス・アカデミーが

4名（実人員 4名）、合計 11 名（実人員 9名）である。 

  回答内容は別紙のアンケート調査結果表のとおりであり、回答を行った講師を 1 から

11 までの番号で表示し、講師別に記載してある。 

 

２ 教材の活用先 

別紙から、教材ごとの活用先の明細を示せば、次表のとおりである。 

教 材 名 活用先⋯⋯[タックス・カレッジ、タックスアカデミー別]：担当講師

（①～⑪番号で表示）：「カリキュラム」（学年）  

税務調査（基礎編） [タックス・カレッジ] 

 ①「税制の基礎」（1学年） ⑤「税務コントロール」（2学年） 

[タックス・アカデミー] 

（学士課程）⑧「租税及び課税」（4学年） 

⑨「外国の税制」（4学年） 

⑩「租税の歴史及び理論」（2学年） 

⑩「税務コントロールの企画及び実施」（4学年） 

（修士課程）⑧「課税の重要な諸問題」（1学年） 

⑨「税務相談」（1学年） 

（再教育学部）資格向上教育⑧「2週間の短期研修」 

（再教育学部）再教育コース⑩「税務コントロール」 
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税務調査（技術編） [タックス・カレッジ] 

 ⑤「税務コントロール」（2学年） 

[タックス・アカデミー] 

（学士課程）⑨「外国の税制」（4学年） 

⑩「租税の歴史及び理論」（2学年） 

⑩「税務コントロールの企画及び実施」（4学年） 

（修士課程）⑨「税務相談」（1学年） 

（再教育学部）再教育コース 

⑩「税務コントロール」 

徴収（基礎編） [タックス・カレッジ] 

 ①「税制の基礎」（1学年） 

⑥「滞納税金の徴収」（2学年） 

⑦「滞納税金の徴収」（2学年） 

[タックス・アカデミー] 

（学士課程）⑩「租税の歴史及び理論」（2学年） 

⑩「税務コントロールの企画及び実施」（4学年） 

      ⑪「租税統計及び予測」（3学年） 

      ⑪「租税の予測」（4学年） 

（再教育学部）再教育コース 

⑩「税務コントロール」 

⑪「租税統計及び予測」 

徴収（上級編） [タックス・カレッジ] 

 ①「税制の基礎」（1学年） 

[タックス・アカデミー] 

（学士課程）⑧「租税及び課税」（4学年） 

⑩「租税の歴史及び理論」（2学年） 

⑩「税務コントロールの企画及び実施」（4学年） 

      ⑪「租税統計及び予測」（3学年） 

      ⑪「租税の予測」（4学年） 

（修士課程）⑧「課税の重要な諸問題」（1学年） 

（再教育学部）資格向上教育 

⑧「2週間の短期研修」 

（再教育学部）再教育コース 

⑩「税務コントロール」 

⑪「租税統計及び予測」 
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納税者サービス [タックス・カレッジ] 

 ①「税制の基礎」（1学年） 

 ②「税制の基礎」（1学年） 

 ③「自然人課税」（2学年） 

 ④「自然人課税」（2学年） 

[タックス・アカデミー] 

（学士課程）⑧「租税及び課税」（4学年） 

⑨「外国の税制」（4学年） 

⑩「租税の歴史及び理論」（2学年） 

⑩「税務コントロールの企画及び実施」（4学年） 

（修士課程）⑧「課税の重要な諸問題」（1学年） 

      ⑨「税務相談」（1学年） 

（再教育学部）資格向上教育 

⑧「2週間の短期研修」 

（再教育学部）再教育コース 

⑩「税務コントロール」 

 

上記の表からも分かるとおり、教材は、そのレベルに関わらず、担当講師によって幅広 

く各コースの講義に活用されている。 

 

３ 教材に対する講師の意見 

 タックス・カレッジにおいては、大半が講義内容として妥当であるとしているのに対し、

タックス・アカデミーにおいては、少し易しすぎるという意見が多かった。 

 これは、受講した学生のそれまでの学習、経験のレベルの差によるものと考えられる。 

 

４ 受講した学生の理解度 

 タックス・カレッジ及びタックス・アカデミーのいずれにおいても、殆どの学生が理解

できたとしている。 

 

５ 受講した学生からの意見 

 回答は 1件のみで、「授業中に前回教えたテーマに関する質疑応答を実施すれば学生の理

解も高まる」という意見であるが、これは、教材に関するというよりは、講義の仕方につ

いての要望であり、傾聴に値する意見と考える。 

 なお、学生からの回答件数が少ないのは、既存の知識、経験の少ないことを考えれば、

当然のことともいえる。 
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６ 今後の教材改定に関する講師の要望意見 

 大半の担当講師の要望として、税法等の改正を考慮して３～４年に１回程度は改訂版を

出すことを望んでいる。 

 そのほか、税法執行の際のＳＴＣのインストラクションやガイドライン等の紹介を希望

するもの（タックス・カレッジ）、改訂の際には教材を使用した教育機関の意見等を考慮す

べきとするもの（タックス・カレッジ）、「外国の税務制度」の科目で活用するため日本の

経験をもっと紹介した方が良いとするもの（タックス・アカデミー）、滞納税金の削減のた

め高等教育省と調整しながら「滞納税金の徴収」を選択科目として採用すべきとするもの

（タックス・アカデミー）といった要望もあった。 

 いずれも、首肯できる意見であり、今後は授業での講義の実績を重ね、その結果等を踏

まえると同時に、ウズベキスタンの社会経済の発展に応じた国情に合う教材作成を目指す

べきである。 

 また、経済の発展により税制が複雑化した場合に対処するためには、プロジエクトが取

り上げた税務３分野を独立したカリキュラムとし、それに対応した教科書として現在の教

材の改訂版を使用することを希望したい。 

以上 
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